
 

項目別－39 

 

【（中項目）1－2】 
研究に関する事項 

研究活動の実施状況 

【評定】     

Ａ 

H21 H22 H23 H24 

A A A Ａ 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

（中期計画） 

① 学校間の共同研究を企画するとともに，研究成果等についての情報交換会を開催する。また，科学研究費補助金等の外部資金獲得に向けたガイダンスを開催する。 

② 国立高等専門学校の持つ知的資源を活用して，産業界や地方公共団体との共同研究，受託研究への取り組みを促進するとともに，これらの成果を公表する。 

③ 技術科学大学と連携し，国立高等専門学校の研究成果を知的資産化するための体制を整備し，全国的に展開する。 

（年度計画） 

① 全国高専テクノフォーラムや各種新技術説明会等の開催により、各高専における研究成果を発信する機会を設ける。また、各高専での科学研究費補助金等の外部資金獲得に関す

る調査を実施し、好事例の共有と活用を行う。 

② 研究成果を発表する各種機会を活用し、高専の研究成果について広く社会に公表するとともに「高専ー技科大技術マッチングシステム－KNTnet－」、産学官連携コーディネーター

等を活用し、産業界や地方公共団体との新たな共同研究・受託研究の受入れを促進する。 

③ 長岡・豊橋両技術科学大学との連携のもとで設置された「スーパー地域産学官連携本部」の活用により、各高専の研究成果の円滑な知的資産化を促進するとともに、平成 23 年度

に構築した知的財産管理システムの運用を行い知的財産を有効かつ効率的に活用する。 

【インプット指標】 

 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

外部資金獲得に向けたガイダンスの実施回数（回） 73 105 82 90 

従事人員数（人）※ 6,373 6,307 6,302 6,286 

業務費として支出した総額（実績額）（百万円）※※ 80,292 79,746 78,367 72,669 

※ 機構本部及び全 51 高専の教職員全てが、何らかの形で研究活動に係る業務を行っているため、従事人員数として全教職員数を計上している。 

※※研究活動に関して支出した額を計上することは困難であるため、本実績額は業務費の内数として業務費全体を計上している。a 

評価基準 実績 分析・評価 

①-1 研究成果等の各国立高

専間での情報交換会の開催状

況 

・研究成果等についての情報交

換会が開催されているか。 

各高専の研究成果・技術成果を実用化に結びつけるため、特色ある研究成果を社会にアピールする

場として「第 10 回全国高専テクノフォーラム」を実施したほか、各地区においても研究発表会を開催し、

企業関係者を招いて高専と産業界との産学官連携について情報交換を行った。また、各地区において

「地区テクノセンター長等会議」を開催し、産学官連携活動状況の共有と連携を図るなど、技術移転の

推進並びに地域企業と連携する受託研究、共同研究の増加に努めている。 

さらに、各地区拠点校の産学官連携コーディネーターを集め、産学官連携活動についての情報交換

や技術移転活動の事例紹介を行う、「産学官連携コーディネーター情報交換会」を開催し、イノベーショ

ン創出活動の強化を図っているほか、平成 24 年度も引き続き月 1 回電話会議を開催し、ネットワーク

の強化を図り、各地区における産学官連携活動を推進した。 

 

・教育の充実に必要な研究活動が着実に進

展している。研究活動を通じた教育の向上

など、研究を通じた貢献の多様化も検討さ

れたい。 

 

・研究成果等についての情報交換会が開催

されている。 

①-2 科学研究費補助金応募

のためのガイダンス開催状況 

・科学研究費補助金等の外部

平成 24 年度も科学研究費補助金応募のためのガイダンスを実施し、独立行政法人日本学術振興

会の担当者や獲得実績の高い大学教員、高専教員を講師として、研究計画調書の記入方法等、採択

されるためのポイント、不正使用の防止について説明を行った。こうした努力により、教員の科学研究

・科学研究費補助金等の外部資金獲得に向

けたガイダンスが開催されている。 
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資金獲得に向けたガイダンスが

開催されているか。 

費補助金への申請意識が高まり、申請件数及び採択件数が昨年度より増加した。 

科学研究費補助金申請件数 2,457 件 （前年度 2,403 件） 

採択件数 678 件 （前年度 609 件） 

採択率 27.6% （前年度 25.3％） 

採択金額 972,211 千円 （前年度 1,018,993 千円） 

※高専教員が代表者となっているもの 

 

＜特色ある高専の取組＞ 

【木更津高専】 

科学研究費補助金の採択率向上を図るため、外部講師による説明会を毎年開催しており、平成 24
年度は小畑理事長より、申請・採択の動向、高専教育のレベル維持及び研究の重要性等について講

話を行った。この際、科研費申請に関する学内アンケートの分析報告や科研費採択者からの事例報告

を基に、小畑理事長を含めパネルディスカッション形式の意見交換を開催し、申請件数、採択件数の増

加を図った。 

 

② 共同研究、受託研究の促

進・公表状況 

・産業界や地方公共団体との共

同研究、受託研究の取組を促

進するとともに、これらの成果を

公表しているか。 

平成 24 年度の共同研究、受託研究、受託事業等、寄附金の状況は以下のとおりであり、各高専に

配置されているコーディネーターなどによる地域企業への働きかけや、産学官連携支援室などの推進

組織が教員の研究分野・成果を地域企業にアピールするなど、共同研究、受託研究の促進に向けた

取組により、受入金額の合計金額は前年よりも増加した。受託研究、共同研究、受託事業等、寄附金

の合計金額は平成 24 年度も 20 億円を超え、産学官連携を通じた研究活動は着実に成果を上げてい

る。 

 

平成 24 年度共同研究、受託研究、受託事業等、寄附金の受入状況 

受託研究 320 件 601,549 千円 （前年度  263 件  570,104 千円） 

共同研究 778 件 266,043 千円 （前年度  740 件  290,922 千円） 

受託事業等 1,053 件 152,549 千円 （前年度 1,260 件  190,221 千円） 

寄附金 11,634 件 1,003,052 千円 （前年度 5,551 件 1,351,303 千円） 

 

機構本部・各高専がそれぞれ教員の研究分野・研究活動の成果を分野別に取りまとめたシーズ集

やパンフレットを作成し、各種イベントを通じて企業等に配付した。また、企業等とのマッチングイベント

である「全国高専テクノフォーラム」、「高専機構 新技術説明会」及び「高専－技科大 新技術説明会」

を開催したほか、「科学・技術フェスタ」、「イノベーション・ジャパン」等のイベントに参加・出展し、高専の

研究成果の情報発信を図った。高専機構 HP においても、技術シーズ情報を公開することで、より広い

範囲での情報発信を行っている。 

なお、好事例については広報誌「国立高専の産学官連携活動」で紹介し、各高専へ配布、その活用

を図っている。 

 

・産業界や地方公共団体との共同研究、受

託研究の取組を促進するとともに、これらの

成果を情報発信している。 
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③-1 「スーパー地域産学連携

本部」の活用  

・「スーパー地域産学官連携本

部」を活用しているか。 

「高専－技科大連合 スーパー地域産学官連携本部」において、両技科大との連携及び内部専任人

材の育成・拠点的配置により全国規模の「地域イノベーション創出サイクル」構築に向けた体制整備を

図っているほか、機構本部の予算配分により、平成22年度から 8 地区に地区担当産学官連携コーディ

ネーターを配置して各地区の産学官連携活動を支援している。 

また、広域連携による産学官連携活動を推進するために、「全国 KOSEN 研究ネットワーク」を 6 件

立ち上げ、成果をあげるために地域を越えた「高専発イノベーションの創出」を推進した。 

さらに、高専の技術シーズを分析し、各高専における強い技術分野を把握するため、技術シーズマッ

プを作成した。その結果を各地区拠点校の産学官連携コーディネーターに配布して、各地域の強みを

周知徹底した。 

 

・「スーパー地域産学官連携本部」を活用し

各地区の産学官連携活動を支援している。 

③-2 発明届出件数、特許出願

件数、特許取得件数の状況 

・研究成果の円滑な知的資産化

が促進されているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高専機構では、各高専において発明がなされた場合、各高専に設置されている高専知的財産委員

会等において発明の特許性及び市場性の評価や帰属の予備的な判断を行った上で、機構本部の知的

財産本部において、最終的に帰属、権利化等の評価を行っている。技術的な強みのみならず、権利と

しても強い特許の創出を行うため、知的財産管理を知的財産本部に集約し、事例の共有や事務処理

の迅速化、発明コーディネーターへの相談機能の強化に取り組んだ。 

また、各地区拠点校の産学官連携コーディネーター等が企業を訪問して高専のシーズをアピールし

て企業のニーズとマッチングを行い、保有特許の実施化が進んだ。 

さらに、教育研究活動の成果を積極的に知的財産化する高専には機構本部予算を重点配分した。 

 

発明等届出件数 142 件 （平成 23 年度 128 件） 

特許登録件数 206 件 （平成 23 年度 154 件） 
 

・知的財産本部により、研究成果の円滑な

知的資産化が促進されている。 

③-3 研究成果の知的資産化

体制整備状況 

・知的財産管理のシステム化に

より、知的財産が有効かつ効率

的に活用されているか。 

各高専における知的財産担当事務職員のうち初任者に対して、知的財産業務の運営・処理に資す

ることを目的として、知的財産講習会を実施した。知的財産制度が果たす役割、基礎知識及び特許出

願から審査・特許認定への流れや高専の具体的事例を基にした共同研究・共同出願の契約手続につ

いて講習を行った。講習会の開催によって、知的財産そのものに対する理解と実務に対する理解が深

まると同時に、参加者相互の意見交換・情報交換を通じて、各高専における現状について認識し直す

機会となった。 

また、各高専教員を対象として、教育研究活動及び産学官連携の成果のうち有益な知的財産を権利

化すること、知的財産への対応能力の向上を目的として講習会を実施した。本部発明コーディネーター

が出向いて、出願から企業への実施契約に至る知的財産取扱全般について講習を行うことにより、知

的財産を社会において活用し、知的創造サイクルを大きく展開することの重要性が認識され、知財マイ

ンド向上が図られた。 

さらに、経験の浅い各高専コーディネーター等を対象として、今後の産学官連携業務における資質向

上を図ることを目的として産学官連携に関する実践セミナーを実施した。事業化までのプロセスやコー

ディネート活動に必要なノウハウの習得により、コーディネーターの技術移転推進体制の構築が図られ

た。 

そのほか、イノベーション創出に向けて、研究成果を埋没させることなく、高専機構のスケールメリット

・知的財産を一元的に管理する知的財産管

理システムの本格運用が開始され、知的財

産が有効かつ効率的に活用されている。 

 

・スケールメリットを活かした知的財産管理

システムの本格運用は、研究成果の円滑な

知的資産化の取組として評価出来る。 
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を活かした知的財産の取組として、知的財産を一元的に管理する知的財産管理システムの本格運用

を開始した。本システムの導入により、知的財産戦略を立案する上で必要な情報の収集が可能となり、

質の高い知的財産の創出に寄与することができた。こうしてできた知的財産を権利として保護し、活用

された結果から得られる利益で次の新たな知的財産を生み出す「知的創造サイクル」を推進した。 

また、本システムの導入に当たり、全高専参加のシステム操作説明会や各高専における知的財産

担当事務職員を対象とした知的財産に関する講習会の開催をしたことで、システムの円滑な定着が可

能となり、今後の高専での知的財産業務の運営・処理に資することができた。 

 

 

【（中項目）1－3】 
社会との連携、国際交流等に関する事項 

  社会との連携、国際交流の推進状況 

【評定】     

Ａ 

H21 H22 H23 H24 

A A A Ａ 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

（中期計画） 

① 地域共同テクノセンターなどの施設や設備の充実を計画的に推進する。 

② 教員の研究分野や共同研究・受託研究の成果などの情報を印刷物，データベース，ホームページなど多様な媒体を用いて企業や地域社会に分かりやすく伝えられるよう各学校の

広報体制を充実する。 

③ 小・中学校に対する理科教育支援の機会を増大するとともに，取組事例を総合データベースに蓄積・共有し活用する。 

④ 満足度調査において公開講座の参加者の 7 割以上から評価されるように，地域の生涯学習機関として各学校における公開講座の充実を支援する。 

⑤ 国立高等専門学校の卒業生の動向を把握するとともに，卒業者のネットワーク作りとその活用を図る。 

⑥ 安全面への十分な配慮を払いつつ，学生や教員の海外交流を促進するため海外の教育機関との国際交流やインターンシップを推進するとともに，JICA（国際協力事業団）を通じた

海外への技術協力に取り組む。 

⑦ 留学生受入れ拡大に向けた環境整備及び受入れプログラムの企画等を検討するとともに，留学生受入れ促進のための拠点として，留学生交流促進センターを設置する。 

⑧ 留学生に対し，我が国の歴史・文化・社会に触れる研修旅行などの機会を学校の枠を越えて毎年度提供する。 

（年度計画） 

① 「地域共同テクノセンター」などの効果的な整備を促進するとともに、地域社会との連携の中心として機能するよう、利用状況等について調査を行い、各高専に分析結果を周知する。 

② 「高専ー技科大技術マッチングシステム－KNTnet－」や産学官連携コーディネーターを活用し、高専のもつ技術シーズを地域社会に広く紹介するとともに、各高専における教員の研

究分野や共同研究・受託研究等の成果などの情報の広報活動について調査し、その事例を各高専に周知する。 

③ 小中学校と連携した理科教育等の取り組みの実施状況について調査・分析し、結果を各高専に周知するとともに、特色ある取組については総合データベース「KOALA」を活用し各

高専に周知する。 

①  公開講座の参加者に対する満足度のアンケート調査を行うとともに、平成 23 年度の公開講座について満足度に関する傾向を分析し、各高専に分析結果を周知するとともに、特色

ある取組およびコンテンツについては総合データベース「KOALA」を活用して各高専に周知する。 

⑤ 各高専単位で構成されている同窓会同士の連携を強化するため、平成 21 年度に立ち上げられた「全国高専同窓会連絡会」の活動を支援する。また、卒業生とのネットワーク作りに

関する取組状況を調査し、その事例を各高専に周知する。 

⑥－1 海外の教育機関との学術交流を推進し、学術交流協定に基づく交流活動を充実させるとともに、海外交流のなかで特に優れた取組については、各高専に周知し、国際交流活動

の活性化を促す。 

    特に、シンガポールのポリテクニック 5 校（平成 23 年度締結更新）、タイのキングモンクット工科大学ラカバン（平成 22 年度締結）及び香港 VTC（平成 23 年度締結）については、包

括学術交流協定に基づく学生の長期・短期交流プログラムの実施について検討する。 
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    また、JICA を通じた海外への新たな技術協力の可能性について検討する。 

⑥－2 海外への留学を希望する学生を支援するため、日本学生支援機構（JASSO）の海外留学奨学金パンフレットを各高専に配布し、学生の海外奨学金情報を充実させる。また、全

高専を対象に派遣学生を募集し、安全面に十分配慮した上で海外インターンシップを実施する。 

⑦ 留学生の受入拡大のために「アジアの学生の高専体験プログラム」の実施及び全高専による外国人学生対象の 3 年次編入学試験を共同で実施し、英文パンフレット、HP を活用し

て、日本学生支援機構（JASSO）が実施する「外国人留学生のための進学説明会」に参加する等の広報に努めるとともに、必要な環境整備や私費外国人留学生のための奨学金確

保等の受入体制強化に向けた取組を推進する。 

    また、全国共同利用施設として設置した留学生交流促進センターにおいて、留学生教育プログラムの企画を行うとともに留学生指導に関する研究会等を実施する。 

    さらに、施設面においても留学生の受入拡大に向けた寄宿舎等の整備を推進する。 

⑧ 各地区において、外国人留学生に対する研修等を企画し、実施する。 

【インプット指標】 

 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

公開講座の実施件数（件） 666 690 668 722 

留学生受け入れ拡大等の整備に要した経費（実績額）（千円） 521,255 143,465 185,821 218,979 

従事人員数（人）※ 6,373 6,307 6,302 6,286 

※  機構本部及び全 51 高専の教職員全てが、何らかの形で社会との連携・国際交流の推進に係る業務を行っているため、従事人員数として全教職員数を計上している。 

 

評価基準 実績 分析・評価 

① 地域共同テクノセンター等

における地域連携の状況 

・地域共同テクノセンターなどが

計画的に整備され、地域社会と

の連携の中心として機能してい

るか。 

高専の教育研究機能の向上と地域経済の活性化の推進を図る拠点として、全ての高専に地域共同

テクノセンター等の組織を整備し、企業との共同研究や技術開発相談などを行っている。平成 24 年度

は企業からの技術相談を 2,276 件（平成 23 年度 2,142 件）受けており、この中で技術相談から共同研

究・受託研究に発展した事例が 73 件 31,925 千円（平成 23 年度 97 件 43,630 千円）、特許出願に至っ

たものが 5 件（平成 23 年度 3 件）あり、地域産業界との連携が進んでいる。 

また、高専のシーズと企業ニーズのマッチング支援やインターンシップ支援等を内容として民間企業

及び自治体、金融機関とも積極的な交流を図っている。なかでも、自治体との連携協定締結件数は 45
校が延べ 110 の自治体（平成 25 年 3 月時点）、金融機関とは 36 校が延べ 79 の金融機関（平成 25
年 3 月時点）と協定を締結して、地域社会との連携や地域産業の技術支援を実施した。なお、高専機構

全体として、一般社団法人コラボ産学官、日本弁理士会、三菱重工業株式会社と連携・協力の推進に

関する協定を締結した。この協定により、研究開発などの具体的な連携・協力を効果的に推進し、産業

技術の振興に寄与するとともに、人材育成・産学共同教育の相互支援により地域産業の活性化に関す

る活動を強化することができ、総合的な産学官連携活動の展開を推進した。 

さらに、保有する設備や技術教育のノウハウを活用して地域の中小企業のニーズに即した講義と実

習を実施しており、地域共同テクノセンター等で地元中小企業の技術者再教育を実施した。講義・演習

を受けた中小企業・受講生から多くの満足する声が寄せられ、高い評価を得た。  

施設面においては、地域社会等との連携強化の一層の促進を図るため、都城高専に新たなテクノセ

ンター棟が予算措置された（平成 24 年度補正事業）。 

 

＜特色ある高専の取組＞ 

【産・官・学連携によるフォーラム開催（福井高専）】 

福井高専と福井県内の企業及び産学官連携関係者との結びつきを深めることを目的として、地域連

・企業との共同研究や技術開発相談、イン

ターンシップ等を通じた地域社会との連携

は、地域に根付いた取組として評価できる。 

 

・地域共同テクノセンター等が整備され、地

域社会との連携の中心として機能している。 
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携テクノセンター主催で「JOINT フォーラム 2012」を開催した。福井県の産学官連携担当者や地元企

業、本校の教育研究支援組織会員企業が参加し、企業ニーズ及び本校教員による研究シーズの発

表、センター活動報告さらに、ポスターセッションが行われた。自由な意見交換の中にも、共同研究や実

用化への展開が探られ、関係者から高い評価を得た。 

 

【豊田信用金庫（豊田高専）】 

豊田高専と豊田信用金庫は、平成 24 年 6 月に産学連携に関する包括協定を締結した。豊田高専の

技術等を豊田信用金庫と連携して企業に提供し、地域社会の発展に貢献することを目的とし、研究成

果及び人的資産を含めた知的財産の地域社会への活用及び教育・研究や社会的課題に関する情報交

換等を連携内容としている。豊田信用金庫の仲介により、豊田高専内で設置された「とよたイノベーショ

ンセンター」への技術相談が増え、地域企業等に技術力の向上支援を行い地域社会への貢献がなされ

た。 

 

【とよたイノベーションセンター（豊田高専）】 

平成 24 年 4 月に豊田商工会議所・豊田高専・豊田市の三者により、イノベーションの誘発及び企業

環境活動の整備を図り、次世代につながる産業の振興に寄与することを目的に、人材育成を核に産業

支援活動を一元化した「とよたイノベーションセンター」に関する協定を締結した。同センターは、①もの

づくり人材育成、②技術相談・経営相談のワンストップサービス、③新技術・新産業創出支援を基本機

能とし、従前、市や商工会議所等に分かれていた窓口が集約され、産業活性化や新技術の創出に結び

付いている。 

 

② 教員の研究分野や共同研

究・受託研究の成果情報の広

報状況 

・教員の研究分野や共同研究・

受託研究の成果などの情報を

企業や地域社会に分かりやすく

伝えられるように、広報体制の

充実が図られているか。 

各高専において、教員の研究分野や研究活動の成果についてのシーズ集やパンフレットなどの広報

誌を作成し、企業や各種行事等で配布しているほか、HP において研究者の紹介や高専シーズを紹介

している。そのほか、企業との共同研究や技術移転を目的として、高専の得意とする分野を生かした技

術シーズ集を発行した。また、産学官連携活動の紹介として「国立高専の産学官連携活動～地域活性

化に寄与する産学官連携事例～」を発行し、産学官連携における成功事例、寄附講座・寄附研究事例

を掲載し、好事例の共有を図った。 

さらに、高専の技術シーズを全国的な産学官イベント等においてパネル展示や広報誌の配布をする

など積極的に広報活動を行った。特に、9 月 27 日（木）～28 日（金）に開催された国内大学の最先端技

術シーズと産業界のマッチングイベントである「イノベーション・ジャパン 2012－大学見本市」に出展し、

情報通信／ライフサイエンス／医療／装置･デバイス／ナノテクノロジー／環境保全･浄化／低炭素･エ

ネルギー／マテリアル･リサイクル／シニアライフ（高齢社会）／防災の計 10 分野に、機構本部及び 16
高専による 17 ブースで最新の技術シーズを展示・紹介し、研究成果を産業界にアピールした。 

 

 【平成 24 年度に作成した広報誌】 

    ・教員の研究分野紹介に関する広報誌 106 誌（平成 23 年度 88 誌） 

    ・研究成果等の紹介に関する広報誌   98 誌（平成 23 年度 79 誌） 

 

・教員の研究分野や共同研究・受託研究の

成果などの情報を企業や地域社会に分かり

やすく伝えられるように、広報誌やＨＰの充

実、イベントへの参加等により広報体制の

充実が図られている。 

③ 理科教育等の実施状況 

・小中学校に対する理科教育支

小中学校における理科離れが指摘される中で、小中学生等に理科及び科学への関心を育んでもらう

きっかけを提供することを目的に、39 高専で小中学生等向け理科教室・科学教室を実施した。特に、そ

・小中学校に対する理科教室・科学教室等

の理科教育支援が実施されている。 
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援を実施するとともに、取組事

例の情報が各学校において共

有・活用されているか。 

の中の 16 高専では、小中学校等教職員向けの理科実験・科学実験講座を開催し、小中学校等教職員

が生徒に関心を持ってもらえるような実験が自らできるように指導した。 

また、独立行政法人国立科学博物館の主催により同館で開催された「2012 夏休みサイエンススクエ

ア」において 9 ブースの理科教室を出展し、夏休み中の小中学生に理科や科学実験の楽しさを紹介す

ることで高専をアピールした。 

さらに、科学技術に興味や関心がもてるような場として内閣府・文部科学省主催で開催された「科学・

技術フェスタ」（於：京都パルスプラザ）で「アイデア勝負！「高専ロボコン」」と「高専ロボット教室～ロボッ

トを操縦してみよう！～」を開催し、「高専ロボコン 2012」に出場した近畿地区 2 高専（奈良・和歌山）と

全国大会でロボコン大賞を受賞した小山高専のロボットを出展した。加えて、ロボコンのデモンストレー

ションに続いて実施された「高専ロボット教室」では、小中学生にロボットを操縦してもらうなど、子どもた

ちと科学技術に関わる者が直接対話をしながら科学技術に触れる機会を提供した。 

 

＜理科教室・科学教室の例＞ 

【青少年のための科学の祭典大分大会 2012（大分高専）】 

青少年のための科学の祭典大分大会 2012 では、会場となる大分高専体育館等に 48 個のブースを

配置して、子ども達へ様々な科学実験・工作・観察等を体験する機会を提供し、大分高専の教職員も 10
ブースを出展した。子ども達は自分の好きなテーマのところへ行き、講師から指導を受けながら実験をし

たり、自分でハサミを使って紙飛行機作りを体験することにより、自然や科学への関心が高まった。 

 

【とよた高専おもしろ科学教室（豊田高専）】 

 独立行政法人日本学術振興会の「平成 24 年度ひらめき☆ときめきサイエンス（研究成果の社会還

元・普及事業）」に採択され開催した本講座では、小学 5 年生から中学 3 年生まで全国スケールの広範

囲から 42 人の参加者があり、ロボコンの展示・実演を行った後、簡易な電波発信機及び受信機を製作

し、工作を通じて科学のおもしろさを体験し、大変好評を得た。 

 

 

④ 公開講座の充実・支援状

況、参加者の満足度 

・公開講座の参加者の満足度

調査において、7 割以上から評

価されるように、公開講座の充

実の支援がなされているか。 

高専の持つ知的資源を活用して、小中学生向けの理科教育・科学教室、地域の社会人技術者向け

の技術講習を積極的に行っており、平成 24 年度には全国で 722 の公開講座が実施され、約 17,000
人が受講した。 

その満足度について、アンケート調査を実施した 605 講座の中で、満足であったと評価した者の割合

が 7 割以上である講座は 92.4％にのぼった。 

また、今後の公開講座の実施に役立ててもらうため、実施状況を収集し、データベースを活用して各

高専に提供した。 

 

＜満足度の高かった公開講座の例＞ 

【はこだてコンクリート塾（函館高専）】 

函館圏の建設会社、設計コンサルタント、官公庁等で勤務する若手・中堅建設技術者を対象に、コン

クリートの材料、施工、構造設計などを、研究会形式の双方向学習で体系的に学び、技術のレベルアッ

プを図るとともにコンクリート主任技士、コンクリート診断士の資格取得を目指す方を支援するため実施

した。受講者の満足度については 100％であり、これまでに 2 人がコンクリート診断士試験に合格してい

る。 

・公開講座の充実の支援がなされ、参加者

の満足度調査において、９割以上から評価

されている。 
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⑤ 卒業生のネットワーク作り・

活用状況 

・卒業生のネットワーク作りとそ

の活用が図られているか。 

全国で活躍する高専卒業生ネットワークの基幹として、37 キャンパスの高専同窓会が参加した連携

組織「全国高専同窓会連絡会」（11 月 24 日（土））に参加し、同窓会間の連携について議論した。特に、

事務局代表の広島商船高専同窓会長より、高専発足 50 周年へのお祝い、同窓会同士が連携して連絡

会を開催する意義と将来の統一組織「連合会」発展への期待表明があり、同窓会誌発行に係る課題解

決の事例紹介があった。また、地域の活性化のために、ブロック毎に高専及び高専同窓会がまとまって

活動することの提案があり、手始めとして、平成 25 年度、東北 6 高専をホストとして拡大 OBOG 大会を

実施するとの報告があった。加えて、活発に活動する高専横断の卒業生交流組織 2 団体と各高専同窓

会組織とが積極的に意見交換することで、高専卒業生連携の活性化方策や高専教育振興の検討を行

った。 

 

・卒業生のネットワークづくりとその活用等

について検討を行っている。 

⑥ インターンシップや技術協

力など海外の機関との国際交

流の推進状況 

・学生や教員の海外交流を促進

するため、海外の教育機関との

国際交流やインターンシップの

推進を図るとともに、JICA を通

じた海外への技術協力に取り

組んでいるか。 

（1）海外への派遣と国際交流の状況 

平成 24 年度に研修等の目的で海外へ渡航した学生数は 2,469 人と前年度（1,863 人）より増加し、

学会への参加や研究活動等の目的で海外へ渡航した教員数は1,583人と前年度（1,420人）より増加し

た。 

高専機構では木更津高専、舞鶴高専、香川高専、沖縄高専が締結し、活発な交流が行われていた

交流協定を発展させる形で、平成 24 年 4 月に台湾の國立聯合大學、國立高雄第一科技大學、國立台

北科技大學、中州科技大學、正修科技大學の 5 大学と高専機構の間で包括的学術交流協定を締結し

た。 

また、平成 24 年 11 月には、1987 年に国際協力機構の無償資金協力に基づき国立高専教員も技術

協力を行い設立された高等教育機関であるインドネシアの国立スラバヤ電子工学ポリテクニクと包括的

学術交流協定を締結した。 

これらの協定では、シンガポールのポリテクニック、タイのキングモンクット工科大学、香港の香港職

業訓練協議会との協定と同様に、学術の交流と教育・研究の協力関係を発展させることを目的として、

全ての国立高専と台湾 5 大學及び国立スラバヤ電子工学ポリテクニクが、学生の交流、教職員の交

流、学術資料・出版物及び相互関係のある情報の交換、共同講義、研究、シンポジウム等の協力活動

などを推進することを取り決めている。 

また、包括的学術交流協定校との更なる相互交流の活性化を図るため、複数高専からなる視察団を

派遣し、平成 24 年 5 月に香港香港職業訓練協議会に 18 高専 25 人、6 月に台湾 5 大學に 22 高専

23 人の教員団による視察を実施した。 

 

＜特色ある高専の取組＞ 

 【APEC Youth Skills Camp（高専機構）】 

   平成 24 年 8 月 9 日から 19 日まで中国（北京市、江蘇省、上海市）において開催された APEC 

Youth Skills Camp に日本代表枠として高専機構から和歌山高専の教員 1 人（チームリーダー）と各

高専から選抜された専攻科生 3 人が参加し、APEC の加盟国・地域 17 ヶ国 99 人に交じり、世界各

国からの参加者と交流を深めた。当 Camp は平成 22 年の APEC 人材養成大臣会合において開催

が決定されたもので、北京工業技師学院や自動車工場、APEC 技能開発促進センター等を見学した

ほか、「未来へのスキル」について発表を行った。 

 

・学生や教員の海外交流を促進するため、

海外の教育機関との国際交流やインターン

シップの推進を図るとともに、JICA を通じた

海外への技術協力に取り組んでいる。 

 

・海外インターンシップや留学生の派遣・受

け入れ等、着実な取組みが進んでいる。教

員の能力向上や、留学生の増員、キャンパ

ス自体の国際化等が望まれる。 
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【日台 iGO シンポジウム（木更津高専）】 

12 月 10 日（月）、11 日（火）の 2 日間にわたり、国立聯合大学（台湾・苗栗市）において、「日本台

湾包括学術交流協定締結記念 “2012 Japan-Taiwan Symposium on intelligent Green and 

Orange (iGO) Technology”」を開催し、日本側から 25 高専から 30 人の高専生と 12 人の教職員、

台湾側から 74人の学生と 21人の教職員が参加し、環境技術や福祉技術に関する日頃の研究成果

を発表すると共に台湾の学生と交流した。 

 

 【「キズナ強化プロジェクト」への参加（八戸高専）（仙台高専）】 

 （財）日本国際協力センター主催の「キズナ強化プロジェクト」にインドネシア、ベトナムへの派遣校

として八戸高専と仙台高専が採択された。インドネシアへは八戸高専から 14 人の高専生と教員 1
人、ベトナムへは仙台高専から 11 人の高専生と教員 1 人が参加し、高専生の震災体験や日本の復

興の現状を現地の学生と情報共有及び発信し、理解を深めることを通じて、風評被害の払拭、震災

の風化防止、また防災活動の重要性の認識が高まること等を目的として派遣された。 

 

（2）国立高等専門学校機構在外研究員制度 

国立高専の教職員を海外の教育研究機関等に派遣し、先進的な研究や優れた教育実践に参画させ

ることにより、教育研究能力の向上を図る目的で「国立高等専門学校機構在外研究員」制度を平成 17
年度より発足させ、毎年多数の教員を海外の大学等教育研究機関に派遣している。平成 24 年度も、平

成 23 年度から派遣している教員 7 人に加え、新たに 31 人の教員を海外の教育研究機関等へ派遣し

た。また、平成 24 年度の公募においては交流協定校枠を設け、教員の資質向上だけでなく交流協定校

との学術交流強化を推進するため、ISTS2011 の開催時期にあわせ、1 人の教員を派遣した。 

 

（3）持続可能社会構築に貢献する技術に関する国際シンポジウム(ISTS: International Symposium on 

Technology for Sustainability)の開催 

高専機構と学術交流協定を締結しているキングモンクット工科大学ラカバンが共催し、学生を主体と

した国際シンポジウム ISTS2012 を平成 24 年 11 月 21 日（水）～24 日（土）にタイで開催した。 

第 2 回目となる平成 24 年度は、「持続可能な社会構築への貢献のための科学技術」をテーマに掲げ

英語による研究発表を行い、発表論文総数 149 件のうち、高専機構からは 45 高専から 92 件の参加が

あった。 

このシンポジウムは、学術交流協定の趣旨を踏まえ、キングモンクット工科大学ラカバンに限らず、平

成 25 年度以降も他の学術交流協定校と協力しながら毎年開催するとともに、豊橋・長岡両技科大とも

連携し、技術者のグローバル人材育成に向けた取組を強化していく予定である。 

 

（4）「第 6 回国際工学教育研究集会（ISATE：International Symposium on Advances in Technology 

Education）」の開催 

高専機構主催による「第 6 回国際工学教育研究集会」を高専機構と協定を締結しているシンガポー

ルの 5 ポリテクニック（シンガポール、テマセク、リパブリック、ナンヤン、ニーアン）と連携し、平成 24 年 9
月 19 日（水）～21 日（金）にかけて北九州市の北九州国際会議場において開催した。日本（108 人）、

シンガポール（31人）、香港（1人）の教員、研究者が参加し、73件の論文発表と基調講演、招待講演及

びワークショップ 4 件が行われたほか、工学教育における様々な問題に関する意見交換、情報交換な
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ども行われ、工学教育方法の共有化に取り組んだ。また、ポスターセッションでは 14 人が発表を行った

が、学生にも発表機会を提供しており、4 人の学科生及び専攻科生が発表を行った。 

このシンポジウムは、学術交流協定の趣旨を踏まえ、シンガポールの 5 ポリテクニックに限らず、平成

25 年度以降も他の学術交流協定校と協力しながら毎年開催するとともに、豊橋・長岡両技科大とも連

携し、教職員のグローバル人材育成に向けた取組を強化していく予定である。 

 

（5）国際協力機構プロジェクトへの技術協力 

「ベトナム国における製油産業等関連人材の需要及び育成に係る基礎情報収集調査」への協力 

タインホア省において、主に日系企業が中心となって立ち上げを予定している製油産業等が必要とす

る関連産業人材を、同省の工業系人材育成機関が効果的、効率的に輩出できるよう、同教育訓練機関

の機能強化の方向性や手法についての提言策定の依頼を受け、製油産業分野に精通した教員を派遣

した。 

 

（6）発展途上国等への高専制度の紹介  

実践的・創造的技術者の養成に成果を上げている高専制度に高い関心を示し、自国の教育制度へ

の導入を考えているルワンダ、韓国、タイ及びナイジェリアの政府機関関係者に対して、高専の教育制

度について説明を行った。 

 

（7）学生の海外派遣の促進 

共同利用施設として設置した留学生交流促進センターで企画・実施した留学生・国際交流担当者研

究集会において、独立行政法人日本学生支援機構より講師を招聘し、「留学生交流支援制度」に関す

る講演を行うことで、海外留学のための情報提供を行った。 

また、スケールメリットを活かした学生の海外派遣の取組として、高専機構が協定を締結しているテマ

セク・ポリテクニックへ、全国高専から学生を募集し、選抜された20人を2週間の技術英語研修に派遣・

実施した。研修では、英語による研究概要の執筆やポスターの作成、プレゼンテーション力の習得のた

めの学習及び異文化学習を行った。 

 

（8）海外インターンシップの促進 

平成 24 年度は国際的に活躍できる実践的技術者養成のため新たに「オーエスジー」「前田建設工

業」と協定を締結し、9 社 7 カ国（イギリス、中国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナム、シンガ

ポール）の海外事業所にて、第 1 次日程（夏季）は 8 月中旬から、第 2 次日程（春季）は 3 月上旬から

約 3 週間、学生 24 人（前年度 21 人）のインターンシップを実施した。なお、本プログラムの研修（事前研

修から事後報告会まで）は複数高専の教育力を集結して高度の英語コミュニケーション力、人間力教育

を目指すものであり、全国51高専が 1つにまとまった高専機構としてのスケールメリットが活かされてい

る。 

【概要】 

目的：国際的に活躍できる能力を持つ実践的な技術者の養成を行うこと及びそのための共同教育

の促進を図ること 

派遣期間：約 3 週間 

派遣者数：学生 24 人  
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派遣先： 
ヤマハ発動機（株）（ベトナム） 3 人 東洋エンジニアリング（株）（マレーシア） 2 人 

（株）小松製作所（インドネシア） 2 人 ツネイシホールディングス（株）（フィリピン） 3 人 

（株）荏原製作所（イギリス） 3 人 TANAKA ホールディングス（株）（シンガポール） 2 人 

（株）カネカ（マレーシア） 2 人 オーエスジー（株）（中国、台湾） 4 人 

前田建設工業（株）（中国） 3 人   

 

（9）各高専による協定締結 

各高専が個別に海外の教育機関と締結している交流協定は、平成 24 年度末現在で 46 校 155 件(前

年度末 45 校 147 件)となり、前年度調査以降に新規に締結された交流協定数は 19 件（前年度 24 件）

とほぼ横ばいに推移したが、高専機構又は各地区が包括交流協定を締結することにより、各高専が締

結してきた交流協定を解消するケースも見受けられるため、このようなコンソーシアム型の包括交流協

定が少なからず新規の交流協定数に影響を及ぼしている。なお、複数高専のコンソーシアムによる交

流協定については、東北地区 6 高専及び函館高専とアルトワ大学、IUT ロンス及び IUT ベツーンとの協

定を新たに締結した。 

 

（10）McKinsey & Company 報告書による紹介 

12 月 5 日に米コンサルティング会社 McKinsey & Company が発表した「教育から雇用へー解決に

向けたシステムデザイン」と題する報告書の中で高専が紹介され、卒業生の高い就職率を誇る高専と

企業の強い関係について、教育から雇用へつなげる教育機関と雇用主の連携の一例として取り上げら

れた。 

 

⑦-1 留学生の受け入れの促

進を図るための取組状況 

・留学生の受入拡大に向けた環

境整備及び受入プログラムの

企画等を行っているか。 

政府の留学生 30 万人計画を踏まえ、高専機構において国際化、留学生の受入促進を図るため、高

専機構内に設置された教育研究交流委員会（現国際交流委員会）で策定した「留学生交流・国際化の

基本方針（中間報告）」に基づき、全国高専が共同して、私費外国人留学生を対象とした「第 3 学年編入

学試験（外国人対象）」を昨年に引き続き実施した。国内の日本語学校等への広報にも努めた結果、平

成 25 年度入試には 39 人が志願し、24 人合格、このうち、入学手続をした 18 人が平成 25 年 4 月に入

学した。 

また、高専機構において留学生交流事業のセンター機能を担う全国共同利用施設「留学生交流促進

センター」で次の事業を実施して本格的に留学生受入拡大への取組を行った。 

① 外国への広報や第二言語としての日本語を理解する外国人留学生へのアピールを目的とした HP
において、高専における修学・学生生活について広報した。また、HP 上において高専卒業留学生

及び高専に在籍する留学生を結ぶ留学生ネットワーク構築を目的とするシステムを導入した。ま

た、日本語版・英語版パンフレットを最新情報で更新し、国費留学生の募集要項と共に在外公館等

や国内外の日本語学校に配布し、広報活動に利用した。 

② 留学生受入体制の強化の方策として、留学生・国際交流担当教職員のスキルアップとネットワーク

整備を目的とした｢留学生・国際交流担当者研究集会｣を実施し、公私立高専や日本学生支援機

構（JASSO）の東京日本語教育センターへも参加を呼びかけた。東京日本語教育センター、公私

立高専を含む各高専から教職員 103 人が参加すると共に、講演や班別討議を通して共有した情

報をもとに報告書を作成し、参加できなかった担当教職員へHP上における資料公開等を通じて情

報提供を行った。 

・留学生の受入拡大に向けた環境整備及び

受入プログラムの企画等を行っている。 

 

・留学生比率の目標値の設定等を行うな

ど、高等専門学校のグローバル化を図るた

めの長期計画の検討も期待される。 
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③ 留学生を対象とした英文教材として開発を進めてきた電気電子分野 2 科目、機械分野 11 科目、

物質・化学 3 科目のうち、機械分野 11 科目については英訳作業ををほぼ完成し、平成 25 年度の

公開を目指す。 

④ 留学生向け教材開発として、過去に開発した各種言語による工学用語辞典を活用し、オンライン

用語事典として開発を進めるため、長岡技科大と工学用語辞書データの使用許諾契約を締結し、

システムを完成させた。 

⑤ 短期留学プログラム開発のため、各高専が取り組んでいる留学プログラム情報を収集して整備し

たデータベースにより、高専間での情報の共有化と申請業務の効率化を高め、研究集会等の他の

センター事業への情報の活用も進んだ。また、現地視察や専門部会発足の準備等により、短期派

遣としての技術英語研修プログラムの整備を進めた。 

⑥ 高専への留学生受入拡大を目指して、東アジア、アセアンの 9 ヶ国 10 校から学生・教職員 40 人を

招き、富山高専を会場として、「アジアの学生の高専体験プログラム」を実施し、プログラムでは、

会場校の富山高専の学生 13 人（うち 3 人は留学生）に加えて各高専からアシスタント学生を募集

し、9 人の高専生に海外の学生との交流の機会を提供した。 

また、当プログラムの一環として、参加校に現地広報活動を課しており、その成果として今回参加

したインドネシアのガジャ・マダ大学が現地マスコミ等を利用した広報活動を幅広く行い、多数の現

地新聞に当プログラムについての報道がなされたほか、11 月には同大学において同大学と高専と

のジョイントセミナーが開催され、主催者報告では 1,200 人に及ぶ入場者に対して高専の教育内

容や編入学システム、高専への留学に関する情報及び当プログラムに関する情報を周知した。当

日にはプレスカンファレンスもあり、多数の新聞・雑誌記者が出席し、同セミナーと高専について報

道された。 

⑦ 日本学生支援機構主催の「外国人学生のための進学説明会 2012」にブース参加し、留学生への

広報を行った。相談に来訪する外国人学生は多数にのぼり、予想以上の関心を集めることができ

た。また、同機構主催の「留学フェア（ベトナム）」にも出展し、同時に、現地の大学、カレッジ、日本

語学校を訪問して高専の周知活動を広範に行った。 

⑧ マラ工科大学国際教育カレッジ（INTEC）における高専説明会を 8 月に実施し、高専教員 5 人を派

遣した。1・2 年生 140 人及び教員 7 人に高専教育に関する説明を行い、希望分野ごとに個別相談

ブースを設け、マレーシア政府派遣留学生の受け入れに貢献した。 

⑨ 外国人講師による英語の専門授業を企画し、19 高専 20 キャンパスから合計 21 件の申請があり、

12 高専 13 件を採択し、実施した。 

⑩ 「留学生指導と国際交流活動に関する特色ある事例集第 2 集」として、各種情報収集を行い、電子

データとしての整備を進め、HP 上における資料集として公開した。 

⑪ 高専編入学前の 3 月に国費留学生を東京高専及び木更津高専に集め、実験実習を主体とした専

門科目の予備教育を日本学生支援機構の東京日本語教育センターと共同企画し実施した。 

 

施設面では、留学生の受入拡大や快適な居住環境の確保を目的とし、寄宿舎のシャワー室、補食室

等の改修や寮室不足解消のための整備を推進するとともに、生活環境向上を目的とした備品等の修繕

や取替のための経費「学生寮生活環境整備経費」（51高専約3億）を措置し、留学生を含めた学生の生

活環境について更なる充実を図った。 
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   整備件数等： 33 高専 55 件 約 2 億円 

 

⑦-2 留学生受入の状況 

・留学生受入数は増加している

か。 

 

平成 24 年 5 月 1 日現在、本科 422 人、専攻科 1 人、合計 423 人の留学生が在籍している。本科留

学生の内、196 人を国費留学生、200 人をマレーシア政府派遣留学生が占めている。私費外国人留学

生は、「2012 年度第 3 学年編入学試験」の結果、13 人が入学したことにより前年度の 17 人から 26 人

に増加した。この第 3 学年編入学試験へは前年に引き続き 51 校全校が参加しているほか、1 校が独自

に第 4 学年編入学試験を実施しており、過去 5 年間で 1 人が入学している。専攻科では、1 校が私費外

国人留学生の募集を行っており、過去 5 年間で 1 人が入学している。 

過去 5 年間の在籍留学生数では、微増傾向（平成 20 年度 460 人、平成 23 年度 467 人）で推移し

てきたが、平成 24 年度は東日本大震災の影響もあり、国費留学生を中心に一時的に減少した。この傾

向はマラ工科大学国際教育カレッジ（INTEC）高専予備教育コース（KTJ）の 2 年課程を修了した学生が

編入学する平成 25 年度のマレーシア政府派遣留学生にも影響を及ぼすものと考えられる。今後は、私

費外国人留学生に対する門戸を広く開放した編入学試験により、積極的に留学生の増加を図るととも

に、引き続き、国費留学生、マレーシア政府派遣留学生の増大に向けて、関係各所への働きかけを積

極的に行う。 

  

＜過去 5 年間の留学生在籍状況(内訳)＞ 

平成 20 年度 460 人 （国費 239 人、 政府派遣 209 人、 私費 12 人） 

平成 21 年度 470 人 （国費 237 人、 政府派遣 224 人、 私費 9 人） 

平成 22 年度 466 人 （国費 235 人、 政府派遣 224 人、 私費 7 人） 

平成 23 年度 467 人 （国費 232 人、 政府派遣 218 人、 私費 17 人） 

平成 24 年度 423 人 （国費 196 人、 政府派遣 200 人、 私費 27 人） 

 

上記とは別に、平成 24 年度に研修等の目的で海外から受入れた学生数は 771 人となり、前年度

（589 人）より増加した。受入れは、主に交流協定校の学生であり、1 週間程度から半年ほどの期間、研

修や研究、異文化学習等を行った。また、専門授業の講義や高専教育の視察、国際協力機構の研修

事業等の目的で海外から受入れた教員数は 169 人と前年度（152 人）より増加した。 

 

＜特色ある高専の取組＞ 

【東北地区 6 高専とフィンランドコンソーシアムによる包括協定に基づく相互交流（東北 6 高専）】 

   平成 23 年度に東北 6 高専とフィンランドのヘルシンキメトロポリア応用科学大学、ツルク応用科学

大学との包括交流協定により、平成 24 年度は高専生 15 人の派遣、フィンランドからの学生 14 人及

びフィンランド教員 15 人の受入れを行った。 

   学生の相互交流では長期インターンシップを中心とした交流を行うと共に単位付与制度も整備し、

教員の相互交流では交換授業の実施により、高専生に対する英語による授業を実現し、学術及び教

育の発展を図った。 

 

【国際協力機構研修員の受入】 

以下の国際協力機構プロジェクトに携わる各国からの研修員に対して高専制度等の説明や施設

見学等を行うとともに意見交換を行った。 

・留学生受入数が減少していることから、今

後受け入れ増加のための取組の実施が期

待される。 
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  【北九州高専】 

・「メカトロニクス・ロボット実践技術」研修員・・・コロンビア等 8 ヶ国 16 人 

・草の根事業「ハイフォン市製造業の管理能力向上プログラム」研修員・・・ベトナム 4 人 

・「産業と連携した職業訓練（中南米）」の研修員・・・ブラジル等 11 ヶ国 17 人 

 

【国際協力機構ベトナム国 重化学工業人材育成現地協議調査団員の派遣（秋田高専）】 

国際協力機構の国別研修「重化学工業人材育成」コース研修員(ベトナム 8 人)による高専教育

の現場視察を受け入れた実績を基に、国際協力機構の要請により「ベトナム国 重化学工業人

材育成現地協議に係る調査団員」として、平成 25 年 3 月物質工学科教員 2 をベトナムヘ派遣し

た。 

 

⑧ 留学生に対する学校の枠を

超えた研修などの提供状況 

・留学生に対し、我が国の歴

史・文化・社会に触れる研修旅

行などの機会を学校の枠を超

えて提供しているか。 

「国際交流委員会」では、外国人留学生に、我が国の歴史・文化・社会に触れる研修旅行などの機会

を提供するため、学校の枠を超えた留学生に対する研修旅行の実施事例を全国の高専に提供し、積極

的な取組を要請してきた。この結果、地区を基本とした留学生に対する研修旅行が平成 24 年度は 9 地

区において 280 人の留学生が参加して実施された。 

また、地区を基本としない取組でも、木更津高専と東京高専が合同研修会を実施し、21 人の留学生

が参加した。さらに、鶴岡高専は山形大学と連携して 9 人の留学生が参加、津山高専は岡山大学、岡

山理科大学、倉敷芸術科学大学と連携して 34 人の留学生が参加する交流会を実施した。研修旅行

は、歴史的施設や社会見学を通じて歴史・文化・社会を学ぶとともに、ウィンタースポーツの体験を組み

込んだものもあり、普段は交流する機会の少ない他高専や大学の留学生との親睦を深められるよう工

夫している。 

そのほか、高専単独でも、39 高専で延べ 53 回の研修旅行が行われており、留学生に対する様々な

研修、体験活動を企画し、日本の風土、歴史、文化等に触れる機会を設けている。 

  

＜特色ある高専の取組＞ 

 【八戸高専】 

   卒業に当たり、外国人留学生に、研修旅行としてアイヌの文化、キリスト教などの西洋文化、出身

者が持ち寄った文化など多様な文化をもつ北海道の自然景観、習俗等を見学・体験させ、日本につ

いての見聞を広めることを目的として実施した。 

 

・留学生に対し、我が国の歴史・文化・社会

に触れる研修旅行などの機会を学校の枠を

超えて提供している。 

 

【（中項目）1－4】 
管理運営に関する事項 

管理運営状況 

【評定】     

Ａ 

H21 H22 H23 H24 

A A A Ａ 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

（中期計画） 

① 機構としての迅速かつ責任ある意思決定を実現するとともに，そのスケールメリットを生かし，戦略的かつ計画的な資源配分を行う。 

② 管理運営の在り方について，校長など学校運営に責任ある者による研究会を開催する。 
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③ 法人としてのスケールメリットを生かし，事務の効率化・合理化を図るため，共通システムの効率的な運用方法について検討を行うとともに，事務マニュアルの充実を図る。 

④ 事務職員や技術職員の能力の向上のため，必要な研修を計画的に実施するとともに，必要に応じ文部科学省などが主催する研修や企業・地方自治体などにおける異業種体験的

な研修などに職員を参加させる。  

⑤ 事務職員及び技術職員については，国立大学との間や高等専門学校間などの積極的な人事交流を図る。 

⑥ 「国民を守る情報セキュリティ戦略」等の政府方針を踏まえ，適切な情報セキュリティ対策を推進する。 

（年度計画） 

①－1 機構としての迅速かつ責任ある意思決定を実現するとともに、そのスケールメリットを生かし、戦略的かつ計画的な資源配分を行う。 

①－2 機構本部が作成した、コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンスに関するセルフチェックリストを活用して、教職員のコンプライアンスの向上を行う。 

①－3 時宜を踏まえた内部監査項目の見直しを行い、発見した課題については情報を共有し、速やかに対応を行う。 

①－4 機構本部及び各高専の緊急時の連絡体制の強化を行う。 

② 各地区校長会などにおいて高専の管理運営の在り方について検討を進めるとともに、新任校長を対象とした高専の管理運営に関する「新任校長研修会」、主事クラスを対象とした

学校運営、教育課題等に関する教員研修「管理職研修」を実施する。 

③ 前期間中に実施した一元化業務の機構本部・高専間の業務分担及び事務処理方法の見直し、検討を行う。また、作成した「事務マニュアル」について、その内容の充実を行う。 

     また、IT 資産管理システムにより、ソフトウェア管理を適正かつ効率的に行う。 

④ 事務職員や技術職員の能力向上を図るための研修会を計画的に実施するとともに、国立大学法人、一般社団法人国立大学協会などが主催する研修会に参加させる。 

     また、職務に関して、特に高く評価できる成果が認められる事務職員や技術職員の表彰を行う。 

⑤ 事務職員及び技術職員については、国立大学や高専間などの人事交流を積極的に推進する。 

⑥ 各高専の校内 LAN システムや高専統一の各種業務システムなどの情報基盤について、情報セキュリティ対策を計画的に進める。 

     また、情報セキュリティ対策に必要な実施手順など取り組み体制についても、計画的に整備を進める。 

【インプット指標】 

 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

役員会、運営協議会、企画委員会等の各種委員会、校長会議及び事務部長会議の開催回数（回） 43 46 46 42 

地区校長会議の開催回数（回） 21 20 21 27 

高専機構主催の教職員研修の回数（回） 23 26 25 26 

一般管理費の決算額（百万円） 14,736 13,921 13,367 12,760 

従事人員数（人）※ 6,373 6,307 6,302 6,286 

※  機構本部及び全 51 高専の教職員全てが、何らかの形で管理運営に係る業務を行っているため、従事人員数として全教職員数を計上している。 

 

評価基準 実績 分析・評価 

①-1 意思決定の迅速化と責

任ある意思決定の実現に向け

た取組み 

【法人の長のマネジメント】 

（リーダーシップを発揮できる環

境整備） 

・ 法人の長がリーダーシップを

発揮できる環境は整備され、

実質的に機能しているか。 

（1）機構の運営・マネジメントに係る組織等について 

高専機構の運営・マネジメントに係る組織として、役員会、運営協議会、企画委員会等の組織を置い

ている。この中でも、役員会、企画委員会等は、学校現場の意見を速やかに反映する観点から、校長

兼務の理事や現職の校長を構成員としている。 

また、高専機構における法人運営及び学校運営を円滑に行うため、理事長が各高専の校長と第 2
期中期目標期間における高専の運営方針、将来構想、課題等について、意見交換を行う「理事長ヒア

リング」を実施した。ヒアリングを通して把握した課題を整理の上、第 2 期中期目標期間中に取り組む重

点課題を提示し、役員会・企画委員会等において検討を進めるとともに、校長会議、総合データベース

「KOALA」等を活用し、教職員への周知を図った。 

 

 

 

【法人の長のマネジメント】 

・理事長がリーダーシップを発揮できる環境

は整備され、実質的に機能している。 
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（法人のミッションの役職員への

周知徹底） 

・ 法人の長は、組織にとって重

要な情報等について適時的

確に把握するとともに、法人

のミッション等を役職員に周

知徹底しているか。 

（組織全体で取り組むべき重要

な課題（リスク）の把握・対応等） 

・ 法人の長は、法人の規模や

業種等の特性を考慮した上

で、法人のミッション達成を阻

害する課題（リスク）のうち、

組織全体として取り組むべき

重要なリスクの把握・対応を

行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ その際、中期目標・計画の未

達成項目（業務）についての

未達成要因の把握・分析・対

応等に着目しているか。 

（内部統制の現状把握・課題対

これらの役員会等の審議を踏まえ、理事長の迅速かつ責任ある意思決定の下、運営を行った。 

○役員会（平成 24 年度：7 回開催） 

理事長、理事、監事を構成員とし、機構の業務の管理、運営に関する方針及び施策について審

議した。 

○運営協議会（平成 24 年度：会議 2 回） 

外部有識者を構成員とし、理事長の諮問に応じ、機構の業務の運営に関する重要事項につい

て審議した。 

○企画委員会等の 12 の各種委員会 

理事長の指名する理事、校長等を構成員とし、機構の業務のうち、特定の重要事項について調

査審議した。 

○理事長ヒアリング（平成 24 年度：5 月中旬から 6 月上旬に、1 校当たり 40 分程度で実施） 

理事長が各高専の校長と高専の運営方針、将来構想、課題等について、意見交換を行った。 

○校長・事務部長会議（平成 24 年度：3 回開催） 

全ての校長及び事務部長を構成員とする「校長・事務部長会議」を開催し、高専の管理運営に

関する課題・情報の共有、意見交換に努めた。 

○「KOALA」（Kosen Access to Libraries and Archives）による情報の共有 

総合データベース「KOALA」を活用し、機構の運営方針、重点課題を含め、校長会議、企画委

員会等の資料を共有するなど全教職員を対象に情報の迅速な周知・共有に努めた。 

 

（2）ガバナンス・内部統制体制の強化・充実に向けた検討 

○コンプライアンスに関するセルフチェックの実施 

  危機管理体制点検・整備委員会において平成 23 年度に作成した「チェックリスト」により、高専機構

全教職員対象としたコンプライアンスに関するセルフチェックを実施し、コンプライアンスの意識向上

を図った。 

○学生向け大地震対応マニュアル等の作成 

  危機管理体制点検・整備委員会において、学生向けの全高専共通で活用する「学生のための大地

震対応マニュアル」、「寮生のための大地震対応マニュアル」及び「地震への備え 遭遇時の対応 

ーいのちを守るためにー」（ハンドブック版）を作成し、各高専に周知し、個別の状況に応じて修正した

上で学生に配布を行った。 

○災害物品（毛布・トイレ用品等）の全高専への配付 

  大災害発生等に発生より帰宅困難となった学生及び教職員等用として、緊急に必要となる災害物

品（毛布・トイレ用品等）を各高専へ配付した。 

○高専機構意見箱の運用 

  平成 24 年度は 57 件の Web 投書があり、個別案件を除く 45 件を Web 回答した。 

 

（3）中期目標・中期計画の把握・分析状況 

 平成 24 年 11 月に中期計画の進捗状況について確認し、役員会への報告を行った。入学志願者の確

保等、達成見込みが確定していない中期計画については個別の検証を行うこととしており、それぞれを

所管する委員会等において、様々な検討を行っている。 

 

 

 

・理事長は役員会及び各種委員会等や理

事長ヒアリング等を通じ、組織にとって重要

な情報等について適時的確に把握するとと

もに、法人のミッション等を役職員に周知徹

底している。 

 

 

・理事長は、法人の規模や業種等の特性を

考慮した上で、法人のミッション達成を阻害

する課題のうち、組織全体として取り組むべ

き重要なリスクについて、コンプライアンスマ

ニュアル等により自己点検を行う体制を整

備している。 

 

・ガバナンス、内部統制についての理解を深

め、機構全体の運営強化を図ることが望ま

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・理事長は、中期目標・計画の未達成項目

について個別に検討を行っている。 
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応計画の作成） 

・ 法人の長は、内部統制の現

状を的確に把握した上で、リ

スクを洗い出し、その対応計

画を作成・実行しているか。 

 

（4）情報セキュリティ対策の推進 

平成 24 年度から運用を開始した認証基盤について、高専統一パスワードポリシーを策定し、Web 給

与明細システムを始めとする高専共通システムの利用を推進している。また、情報セキュリティ対策に

必要な実施手順として、情報セキュリティインシデント対応手順や情報セキュリティ対策実施手順等の

実施手順の整備を行った。 

 

 

・理事長は、コンプライアンスマニュアル等

による自己点検を行い、リスクを洗い出し、

それに対応している。 

①-2 監事監査の実施状況及

び改善点の役員に対する報告

状況 

【監事監査】 

・ 監事監査において、法人の長

のマネジメントについて留意

しているか。 

・ 監事監査において把握した改

善点等について、必要に応

じ、法人の長、関係役員に対

し報告しているか。その改善

事項に対するその後の対応

状況は適切か。 

平成 23 年度より運営改善特別委員会報告書の提言を受け、平成 21 年度から平成 25 年度までの 5
年間全 51 校の監査実施計画を改め、平成 23 年度より 5 年周期の監査を 3 年周期に変更し、監査業

務の強化を図った。平成 24 年度においては 17 校の監査を実施し、会計経理の実施状況や契約状況

等の確認を行った。また、平成 24 年度の監査報告について、平成 25 年度に理事長から監事へ直接対

応状況を報告するようなフォローアップ体制を構築した。平成 25 年度からは理事長・監事連絡会を定

例的に開催することとし、監事監査機能の強化を行った。 

さらに、高専間の相互牽制を図る観点から、平成 20 年度に高専相互会計内部監査制度を導入し、

平成 24 年度は全 51 校において他校の職員による監査を実施した。 

そのほか、会計担当者の会議等において、文部科学省から通知のあった会計検査院の会計検査結

果及び機構監事監査・内部監査の指摘事項の資料を配付し、経理の適正化、法令遵守について周知

を図った。また、不適正な経理等が判明した際には、直ちに調査委員会を設置し調査を実施するなど、

監査業務のフォローアップ体制を確立し、事実の把握、原因の分析、再発防止策の検討・整備を行い、

経理の適正化、再発防止に努めている。 

また、平成 21 年度より契約監視委員会を設置し、契約状況の点検・見直しを行い、その点検結果を

周知徹底し、より一層競争性を高めることに努めているところであるが、平成 24 年度においては、平成

23 年度に引き続き、当該委員会にて各高専とのヒアリングを実施することにより、更なる徹底に努めて

いるところである。 

 

 

 

 

【監事監査】 

・ 監事監査において、理事長のマネジメント

について留意している。 

 

・ 監事監査において把握した改善点等につ

いて、理事長、関係役員に報告し、理事長

から監事へ直接対応状況を報告するフォロ

ーアップ体制を構築している。 

①-3 スケールメリットを生かし

た戦略的かつ計画的な資源配

分の実施状況 

・スケールメリットを生かした戦

略的・計画的な資源配分がなさ

れているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経費の配分については、役員会（平成 24 年 3 月 14 日）において次の配分方針を定めた。 

中期計画・年度計画の確実かつ円滑な達成を目指し、各高専の自主性を尊重しつつそれぞれ特色

ある運営が可能となるよう、スケールメリットを生かした効果的・戦略的な資源配分を行うこととし、特に

次の点に配慮して重点配分を行うこととする。 

 

  1 今後の高専改革を推進するための取組 

  2 教育の質の向上及び教員の教育力の向上への取組 

  3 学生支援・生活支援の充実 

  4 研究の充実、地域社会との連携・国際交流の推進等 

  5 教育環境の整備のための施設・設備等の整備 

 また、災害・事故等緊急に対応が必要な場合は、最大限の支援を行うものとする。 

 

 この方針に従い、具体的には、効率化 1％（一般管理費 3％（人件費相当額を除く。））を原則として、

教育に係る経費は対前年度同額を確保し、その転嫁方策として、管理運営費を 3％削減し経費配分を

行った。 

 特に、管理運営費のうち、経常的な経費について翌年度以降における予算配分において、予算額の

・スケールメリットを生かした戦略的・計画的

な資源配分がなされている。 

 

・さらなる管理運営の効率化のため、高専機

構本部と、各高専との間で業務分担の見直

し、検証を継続的に行われたい。 
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増減及び予算項目の改廃等に活用するため、予算決算を財務会計システムにより管理し、それぞれの

費用を明確にし、予算に対する実績が方針に沿って執行され、かつ、有効的な配分であったかどうかに

ついて分析を行った。 

また、各高専のニーズ、取組状況等を踏まえ、スケールメリットを生かして、今後の高専改革を推進

するための取組、教育環境の改善充実のための施設・設備の整備、教育の質の向上及び教員の教育

力の向上への取組、学生支援・生活支援の充実等に配慮して重点的な配分を行った。 

 平成 24 年度においては、平成 22 年度に策定した「設備整備マスタープラン」の見直しを行った上で、

老朽化の著しい設備の更新及び高専における特色ある教育研究の実施に必要な設備の整備及び女

子学生の受入れの増や生活環境改善を目的とする学生寄宿舎の整備について重点的な配分を行っ

た。 

 

【一般管理費の削減状況】                                 （単位：千円） 
 23 年度実績 24 年度実績 削減割合 
一般管理費 5,157,721 4,571,597 △11.4％ 
人件費（管理系） 8,209,427 8,188,100 △0.3％ 

合計 13,367,148 12,759,697 △4.5％ 
 

【事業費の削減状況】                                    （単位：千円） 
 23 年度実績 24 年度実績 削減割合 
業務経費（教育研究経費） 16,463,509 13,516,690 △17.9％ 
人件費（事業系） 48,536,273 46,392,997 △4.4％ 

合計 64,999,782 59,909,687 △7.8％ 
 

①-4 保有資産の有効活用状

況 

【実物資産】 

（保有資産全般の見直し） 

・ 実物資産について、保有の必

要性、資産規模の適切性、有

効活用の可能性等の観点か

らの法人における見直し状況

及び結果は適切か。 

・ 見直しの結果、処分等又は有

効活用を行うものとなった場

合は、その法人の取組状況

や進捗状況等は適切か。 

・ 「勧告の方向性」や「独立行

政法人の事務・事業の見直し

の基本方針」、「独立行政法

人 の 職 員 宿 舎 の 見 直 し 計

（土地・施設等の有効活用）  

各高専が保有する施設については、施設マネジメントの観点から、毎年、施設の利用状況、設備の

保有状況、維持管理の内容及びコスト等について調査・点検を行い、その結果を「施設白書」として取り

まとめるとともに、例えば、利用率の低い室や教員室の縮小化等によって創出したスペースをこれまで

不足していた学生の個別指導スペース、学習スペース等の共同利用スペースとして再生するなど、施

設の利用効率の向上を図るよう改善した。 

これにより、平成 23 年度は高専全体で 100,785 ㎡であった共同利用スペースが、平成 24 年度には

4,277 ㎡増の 105,062 ㎡（速報値）となった。 

 

災害・事故等の緊急時に、校内の寄宿舎に居住する学生等の安全性を確保するため、多数の教職

員が緊急参集可能な体制を整えている。職員宿舎は、この体制を維持するために必要不可欠な施設

である。また、高専間の人事交流の推進及び質の高い教育のための教職員の確保（採用）の観点から

も必要な施設である。 

現在、職員宿舎の半数は、木造又はコンクリートブロック造の平屋であり、築 30 年以上が経過し、老

朽化等による劣悪な居住環境となっていることから、改修による費用対効果を勘案し、鉄筋コンクリート

造等の建物で集約立体化を図ることを検討している。 

なお、平成 24 年度は、経年劣化による老朽化が著しく安全管理・維持管理上の観点から一部の宿

 

 

【実物資産】 

・実物資産について、保有の必要性、資産

規模の適切性、有効活用の可能性等の観

点から、毎年調査・点検を行い施設の利用

効率を改善している。 

 

 

・見直しの結果、処分等又は有効活用を行

うものとなった施設について、取り壊しが図

られ、有効活用の可能性等が検討されてい

る。 

 

・「勧告の方向性」や「独立行政法人の事

務・事業の見直しの基本方針」、「独立行政

法人の職員宿舎の見直し計画」、「独立行政
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画」、「独立行政法人の職員

宿舎の見直しに関する実施

計画」等の政府方針を踏まえ

て、宿舎戸数、使用料の見直

し、廃止等とされた実物資産

について、法人の見直しが適

時適切に実施されているか

（取組状況や進捗状況等は

適切か）。 
（資産の運用・管理） 

・実物資産について、利用状況

が把握され、必要性等が検証さ

れているか。  

・ 実物資産の管理の効率化及

び自己収入の向上に係る法

人の取組は適切か。 

 

【金融資産】 

（保有資産全般の見直し） 

・ 金融資産について、保有の必

要性、事務・事業の目的及び

内容に照らした資産規模は適

切か。 

・ 資産の売却や国庫納付等を

行うものとなった場合は、そ

の法人の取組状況や進捗状

況等は適切か。 

 

（資産の運用・管理） 

・ 資金の運用状況は適切か。 

・ 資金の運用体制の整備状況

は適切か。 

・ 資金の性格、運用方針等の

設定主体及び規定内容を踏

まえて、法人の責任が十分に

分析されているか。 

（債権の管理等） 

・ 貸付金、未収金等の債権に

ついて、回収計画が策定され

舎の取り壊しを行った。 

［職員宿舎の撤去を行った高専］ 

    豊田高専（1 棟） 

 

 また、固定資産を適正に管理し、財務状況に正しく反映させることにより、実情に基づいた業務運営

状況を明らかにするために、平成 17 年度より減損会計処理が行われている。平成 21 年度には、業務

改善委員会（会計部門）業務改善 WG 財務部会で減損マニュアルを整備するとともに、第 2 期中期計

画における資産利用見込を策定し、減損会計事務処理を行った。 

なお、平成 24 年度においては、施設利用者数が一時的に減少したことにより減損の兆候が認めら

れたものが 66 件あったが、今後の利用見込みが見込まれる等の理由により減損の認識は行わなかっ

た。 

 

【実物資産の保有状況】 

高専機構では独立行政法人国立高等専門学校機構法に基づき、51 校の管理運営を行っており、各

高専は高等専門学校設置基準に則って、高専が求められる技術者育成のための土地・建物（校舎・寄

宿舎・実習工場等）を保有しており、本部事務局が各高専の施設の有効利活用状況を定期的に調査し

ているところである。なお、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」にて指摘を受けた長野

高専黒姫団地、鳥羽商船高専神奈川団地については、いずれも後援会からの寄附財産であったことか

ら、売却については両後援会に対し説明を行い、了承を得た上で、平成 24 年 3 月 30 日付けで文部科

学大臣に不要財産の処分認可申請を行い、処分認可を受けた後、速やかに、譲渡に向けた契約手続

を行ったところである。 

具体には、神奈川団地については、市からの要望を踏まえ、公共事業の用に供する事業者へ随意

契約による売却を行った。また、黒姫団地については、一般競争の公告を行ったが購入意思を示す者

が現れなかったため、引き続き売却に向けた新たな方策についても検討しつつ、一般競争の公告を行

っているところである。 

 

（資金管理体制及び資金運用の実績） 

高専機構では、これまで各高専が受け入れてきた寄附金などの中で当面使用見込みのない金額を

取りまとめて大口定期預金により資金運用してきたが、平成 21 年 6 月の役員会で資金の管理運用方

針が審議され、元本の回収が確実にできる安全性を重視し、可能な限り高い運用益が得られる方法で

行うことが了承された。また、平成 22 年 1 月の役員会で、当面使用見込みのない寄附金 14 億円につ

いて、金利面で国債より有利な地方債での運用が了承され、現在この運用を行っているところである。 

 

【資金運用と金融資産の保有状況】 

 資金の管理及び運用責任者は理事長であり、理事長は1年を超える資金運用を行う際には役員会に

諮った上で運用を決定し、運用管理状況は役員会において公認会計士である監事の意見を聞いてい

る。 

 資金運用に当たっては、元本の回収が確実にできる安全性を重視しつつ、可能な限り高い運用益が

得られるものを選ぶ方針とし、機構全体で当面使用見込みのない寄附金 14 億円を金利面で国債より

有利な地方債（大阪府公募公債第 57 回 満期：5 年）で運用し、平成 24 年度の運用益 8,960 千円は

法人の職員宿舎の見直しに関する実施計

画」等の政府方針を踏まえて、廃止とされた

実物資産について、譲渡等が進められてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実物資産について、有効利活用状況を定

期的に調査し、必要性等が検証されてい

る。  

・実物資産の管理の効率化及び自己収入の

向上に係る法人の取組は適切である。 

 

 

【金融資産】 

・金融資産について、保有の必要性、事務・

事業の目的及び内容に照らした資産規模は

適切である。 

 

・売却や国庫納付等を行うものとなった金融

資産はない。 

 

 

・資金運用に当たっては元本の回収が確実

にできる安全性を重視しつつ、可能な限り高

い運用益が得られるものを選ぶ方針として

おり、資金の運用状況は適切である。 

 

・役員会で資金の管理運用方針が審議され

ており、資金の運用体制の整備状況は適切

である。 

 

・資金運用に当たっては運用方針が役員会

に諮られており、資金の性格、運用方針等

の設定主体及び規定内容を踏まえて、法人
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ているか。回収計画が策定さ

れていない場合、その理由は

妥当か。 

・ 回収計画の実施状況は適切

か。ⅰ）貸倒懸念債権・破産

更生債権等の金額やその貸

付金等残高に占める割合が

増加している場合、ⅱ）計画と

実績に差がある場合の要因

分析が行われているか。 

・ 回収状況等を踏まえ回収計

画の見直しの必要性等の検

討が行われているか。 

 

【知的財産等】 

（保有資産全般の見直し） 

・ 特許権等の知的財産につい

て、法人における保有の必要

性の検討状況は適切か。 

・ 検討の結果、知的財産の整

理等を行うことになった場合

には、その法人の取組状況

や進捗状況等は適切か。 

（資産の運用・管理） 

・ 特許権等の知的財産につい

て、特許出願や知的財産活

用に関する方針の策定状況

や体 制の 整備 状況 は適 切

か。 

・ 実施許諾に至っていない知的

財産の活用を推進するため

の取組は適切か。 

 

教育研究の充実及び短期借入利息に充てることとしている。 

 

【債権の管理等】 

高専機構がもつ貸付金、未収金等の債権は、学生への奨学金に係る貸付金、国又は地方公共団体か

らの受託研究契約等によるもの及び損害賠償請求によるもの等が存在している。 

このうち、学生への奨学金にかかる貸付金については、借り入れする際に返済計画を求められている

ものであり、損害賠償請求によるものは、法人化移行時に国から承継した債権であり、定期的に状況

把握に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

【知的財産等】 

（知的財産の検討状況） 

現在、高専機構内での教育研究活動、産学官連携の結果生じた発明等に基づく知的財産を機構帰

属とし、組織的に権利の取得・運用ができるようにしている。 

出願特許等の必要性については、各高専の知的財産委員会にて当該発明の特許性（出願前の新規

性の調査の確認及び先願の有無）及び市場性（実施権許諾が十分期待できる発明か否か）を再評価し

た上で審査請求を行っており、順次、知的財産の整理を行っている。 

また、機構が保有している特許については、各高専の知的財産委員会で再評価を行うこととし、過去  

3 年間にわたって実施許諾の実績がなく、今後 2 年以内に実施許諾契約を締結する可能性が低い特

許については、破棄する方針とし、各高専における保有特許の利活用方策の検討を促している。 

 

（知的財産の管理状況） 

高専機構は教育研究活動の成果である知的財産を積極的に社会に還元するとともに、研究活動推

進のプロセスとその成果を常に学生の教育に還元するポリシーを掲げており、研究成果の資産化を推

進している。 

機構本部では知的財産本部を設置し、弁理士や企業知財部門経験者を配置して知的財産の管理を

行っており、実施許諾の可能性を考慮しつつ最終的な帰属、権利化等の評価・判断を行っている。知的

財産本部では各高専の研究成果が有効活用されるよう、シーズ集を作成して配付したり、高専テクノフ

ォーラムや新技術説明会等の開催をすることで企業へのアピールに努めている。 

また、イノベーション創出に向けて、研究成果を埋没させることなく、高専機構のスケールメリットを活

かした知的財産の取組として、平成 24 年度の運用開始を目指し、知的財産を一元的に管理する知的

財産管理システムの構築を進めた。知的財産管理システムの導入により、知的財産戦略を立案する上

で必要な情報の収集が可能となり、質の高い知的財産の創出に寄与することができる。こうしてできた

知的財産を権利として保護し、活用された結果から得られる利益で次の新たな知的財産を生み出す

「知的創造サイクル」を推進することとしている。 

の責任が分析されている。 

 

 

・貸付金、未収金等の債権について、回収

計画が策定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【知的財産等】 

・ 特許権等の知的財産について、知的財産

本部で帰属、権利化の評価・判断を行って

おり、保有の必要性の検討が適切に行われ

ている。 

 

・ 知的財産を一元的に管理する知的財産

管理システムの構築を進めており、知的財

産の整理等の取組状況や進捗状況等は適

切である。 

 

・ 特許権等の知的財産について、知的財産

本部で特許出願や知的財産活用に関する

方針の策定や体制整備が適切に行われて

いる。 

 

・各高専の研究成果が有効活用されるよう、

シーズ集の作成や、新技術説明会等の開

催等で企業へのアピールに努めており、実

施許諾に至っていない知的財産の活用を推

進するための取組は適切である。 
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② 学校の管理運営に関する研

究会の開催状況 

・管理運営のあり方について、

各地区校長会等における検討

が行われ、その改善が図られて

いるか。 

8 つの地区ごとに設置している「地区校長会議」においては、近隣の公私立高専や機構本部からも理

事長や理事等も出席し、高専の管理運営上の諸課題について協議・検討を行った。また、商船学科を

持つ 5 高専については、2 回の商船高専校長・事務部長会議を開催し、商船学科の諸課題について協

議・検討を行った。 

さらに、新任校長を対象に、校長経験者を講師として、「新任校長研修会」（平成 17 年度～）を引き続

き実施し、平成 24 年度は 9 人が参加した。 

また、各高専の主事クラスを対象に、学校運営、教育課題等に関する「教員研修（管理職研修）」（平

成 18 年度～）を引き続き実施し、平成 24 年度は 63 人が参加した。 

 

・管理運営のあり方について、各地区校長

会等における検討が行われている。 

③ 事務の合理化の進展状況 

・共通システムの効率的な運用

方法について検討を行うととも

に、事務マニュアルの充実する

ことで、事務の効率化・合理化

が図られているか。 

事務の合理化は、各高専がそれぞれ業務を行っていた「人事給与業務」、「共済業務」、「支払業務」

を平成 19 年度から、「収納業務」、「旅費業務」を平成 20 年度から機構本部で一元化処理している。ま

た、一元化処理を始めた翌年度には、業務の最適化、業務の更なる効率化を検討するため、その効率

性、経済性等の観点から検証を行い、一元化処理の効果として、一元化前後を比較した内容を各高専

に周知するとともに、機構本部 HP に掲載して公表している。 

平成 23 年 10 月からは、事務の効率化・合理化の一環(仕分け・配布に要する作業時間の削減等を

目的)として、給与支給明細書の WEB 配信を開始した。 

  平成 24 年度業務改善委員会において、給与支給業務及び諸手当認定業務の効率化を図る目的

で、給与支給に係る確認ツール及び諸手当チェックリストを作成した。 

 

（マニュアルの作成） 

 一元化した人事給与・共済・支払・収納・旅費業務について、各々業務においてマニュアルを作成し効

率化を図っている。収納業務マニュアル、人事給与システム操作マニュアル、就学支援金業務マニュア

ルについて、更なる充実を図る為、更新・改定を行い、更新版を各高専に配付した。これにより、更なる

業務の効率化を推進することができた。 

 作成済みの業務マニュアルは次のとおり。 

・人事給与業務マニュアル ・支払業務マニュアル 

・人事給与システム操作マニュアル ・収納業務マニュアル 

・共済業務マニュアル ・旅費業務マニュアル 

・就学支援金業務マニュアル  

 

（ソフトウェアライセンス管理の合理化・適正化） 

ソフトウェアの情報収集を自動化し、システム上で現状把握や管理台帳を作成することができる IT 資

産管理システムを平成 23 年度から運用を開始しており、平成 24 年度においても計画的かつ継続的に

行い、ソフトウェアライセンス管理業務の一層の合理化・適正化を図っている。 

 

・共通システムの効率的な運用方法につい

て検討を行い、事務マニュアル等を充実す

ることで、事務の効率化・合理化が図られて

いる。 

④ 事務職員や技術職員の能

力向上を図る研修会の実施状

況 

・事務職員や技術職員の能力

 事務職員及び技術職員の能力向上のため、機構本部や各高専において次のような各種研修会を実

施した。 

階層別研修として、「新任部課長研修会」、「新任課長補佐・係長研修会」、「中堅職員研修会」、「初

任職員研修会」を実施したほか、技術職員には「技術職員特別研修会」を実施した。また、施設、学務

・事務職員や技術職員の能力の向上のた

め、必要な研修が計画的に実施されてい

る。 
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の向上のため、必要な研修が

計画的に実施されているか。 

等の担当実務に応じた研修会も実施した。 

  

表 1． 職員を対象にした高専機構主催研修会の日程及び参加者数（平成 24 年度） 

研修会名 日程 参加者数 

新任部課長研修会 
部長の部 6 月 14 日 9 人 

課長の部 6 月 22 日 33 人 

新任課長補佐・係長研修会 7 月 19 日・20 日 100 人 

中堅職員研修会 11 月 14 日～16 日 42 人 

初任職員研修会 4 月 25 日～27 日 94 人 

施設担当職員研修会 11 月 1 日・2 日 46 人 

学務関係職員研修会 12 月 4 日・5 日 56 人 

独法簿記研修会 12 月 19 日～21 日 55 人 

技術職員特別研修会 
東日本（担当：秋田高専） 8 月 22 日～24 日 11 人 

西日本（担当：熊本高専） 8 月 22 日～24 日 17 人 

 

そのほか、機構本部や各高専以外（国立大学法人、民間等）が主催した研修会等に積極的に参加さ

せた。 

また、業務改善、教育や研究・学生に係る支援業務等において、特に高く評価できる成果があった事

務職員や技術職員等を表彰するため、平成 23 年度から「独立行政法人国立高等専門学校機構職員

表彰」を実施し、平成 24 年度は事務職員部門 4 件、技術職員部門 6 件の計 10 件を表彰した。 

 

⑤ 事務職員の国立大学との間

や高等専門学校間などの人事

交流状況 

・事務職員及び技術職員につい

て、国立大学等、または高等専

門学校間での積極的な人事交

流が図られているか。 

 

事務職員の能力向上のため、国立大学や高専間において、積極的な人事交流を推進しており、平成

24 年度も次のように人事交流を行った。 

 

表 2． 他機関との人事交流状況 （単位：人） 

 国・地方自治体 国立大学法人 独立行政法人 合計 

他機関からの交流 9 482 2 493 

他機関への交流 0 53 1 54 
 

・事務職員及び技術職員について、国立大

学等、高等専門学校間での人事交流が図ら

れている。 

⑥ 情報セキュリティ対策の実

施状況 
・各高専において、情報セキュリ

ティ対策を計画的に進めている

か。 
 

各高専の情報セキュリティ対策強化を統一的に実施するため、平成 23 年度に各高専校内 LAN シス

テムの一部（高専統一認証基盤システム及びファイアウォール）を一括調達し、全国立高専（51 校 55
キャンパス）、本部事務局、データセンターにそれぞれ設置し、平成 24 年度から運用を開始した。 

高専統一認証基盤システムにおいては、高専統一の各種業務システムや各高専整備の各種情報シ

ステムと認証連携させ 1 つのユーザ ID とパスワードで各種サービスが利用できる環境を中長期的に整

備し、また、認証基盤システムに係る高専統一パスワードポリシーを制定し、ユーザ認証におけるセキ

ュリティ強化やユーザ情報管理の一元化における業務効率化を図った。 

また、高専統一ファイアウォールにおいては、ウィルス・スパイウェア対策、迷惑メール対策、有害

Web サイト対策、不正侵入検知・防御などの機能を備えた機器を導入し、管理者向けに操作教育も実

施し、各高専における不正アクセス防止等の情報セキュリティ対策強化を図った。 

・各高専において、情報セキュリティ対策を

計画的に進めている。 
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同じく各高専の情報セキュリティ対策強化を図る観点から、平成 23 年度より情報セキュリティ監査制

度を導入し、 3 年周期で全高専の監査を計画的に実施しており、平成 24 年度の監査（17 校実施）で

は、専門性の高い監査を実施するために専門部会委員（高専教職員の有識者）を監査員として実効性

のある監査とし、組織及び体制整備、各種実施規程の整備状況等、情報システムに係る管理・運用・安

全確保策、情報セキュリティ教育実施など、各高専において情報セキュリティ対策が適正に実施されて

いるかなどの実地監査を行い、指導を行った。 

さらに、各高専で必要となる情報セキュリティポリシー実施手順書については、平成 24 年度は、情報

セキュリティインシデント対応手順書や情報セキュリティ対策実施手順書の整備、情報システムユーザ

ガイドラインの改正を行った。 

 

⑦ 個別法に基づき「人材育成

業務」を行う法人 
・関連業界、受講者等のニーズ

の変化を踏まえた取組を行って

いるか。 
・ 関連業界への就職率、資格

取得割合、修了後の活動状況

等、業務の成果・効果が出てい

るか。 
・ 業務の効率化について、教材

作成作業等の効率化、研修施

設の有効活用、施設管理業務

の民間委託等の取組を行って

いるか。 
・ 受益者負担の妥当性・合理

性があるか。 
 

（1）関連業界、入学者等のニーズ変化を踏まえた取組 

高専は実践的技術者の育成を目的として、産業界からの要請に基づいて設置された学校種であり、

教育内容も実践的なものとなるよう、産業界のニーズに応じた実践的な教育課程を設けている。 

 

（2）関連業界への就職率 

高専の実践的で高い教育効果が評価され、平成 24 年度も本科求人倍率 15.8 倍、就職率 99.0％を

維持している。 

 

（3）教材作成作業等の効率化等 

また、各高専のニーズ・取組状況等を踏まえ、スケールメリットを生かして、高専の改革推進、教育環

境の改善充実のための施設・設備の整備、教育の質の向上及び教員の教育力の向上への取組、学生

支援・生活支援の充実等に配慮して、重点的な配分を行っており、共同の教育改革を推進することで、

共通教材の開発等を促進している。 

 

（4）受益者負担の妥当性・合理性 

 授業料負担の妥当性について、「国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令」において

定められている標準額を授業料としており、標準額を超えた授業料を定める特別の事情はない。 

 

・産業界のニーズの変化を踏まえた教育課

程を設けている。 

 

 

・ 高い求人倍率、就職率を維持しており、

業務の成果・効果が出ている。 

 

 

・ 共通教材の開発等による教材作成作業

等の効率化を行っている。 

 

 

 

 

・ 受益者負担の妥当性・合理性がある。 

 

【（中項目）1－5】 
その他 

施設設備の整備状況 

【評定】     

Ａ 

H21 H22 H23 H24 

A A A Ａ 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

（中期計画） 

「勧告の方向性を踏まえた見直し案」（平成 19 年 12 月 14 日文部科学省），「整理合理化計画」（平成 19 年 12 月 24 日閣議決定）及び「中央教育審議会答申」（平成 20 年 12 月 24
日）を踏まえ，平成 21 年 10 月に既設の 8 つの高等専門学校を 4 つに統合するとともに，新設される仙台高等専門学校，富山高等専門学校，香川高等専門学校，熊本高等専門学校に

ついては，時代や地域の要請に即応した新しい機能を備えた高等専門学校を目指すとの統合の趣旨に沿った業務運営を行う。 
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（年度計画） 

平成 22 年 4 月より学生受入れを開始した仙台・富山・香川・熊本の 4 高専については、学年進行にあわせた施設・設備の整備計画に基づき整備を推進するとともに、教職員の配置を

適切に計画する。 

【インプット指標】 

 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

4 高専及び高専機構本部による会議の開催回数（回） 7 6 1 1 

従事人員数（人）※ 6,373 6,307 6,302 6,286 

業務費として支出した総額（実績額）（百万円）※※ 80,292 79,746 78,367 72,669 

※  機構本部及び全 51 高専の教職員全てが、何らかの形で施設設備の整備に係る業務を行っているため、従事人員数として全教職員数を計上している。 

※※ 施設設備の整備に関して支出した額を計上することは困難であるため、本実績額は業務費の内数として業務費全体を計上している。 

評価基準 実績 分析・評価 

① 4 高専の高度化再編の状況 

・仙台高等専門学校、富山高等

専門学校、香川高等専門学校、

熊本高等専門学校については、

統合の趣旨に沿った業務運営

が行われているか。 

平成 22 年 4 月から学生受入れを開始した仙台高専、富山高専、香川高専、熊本高専について、各

高専の学年進行に合わせて策定した整備計画に基づき施設設備整備を実施した。 

今後も整備計画に基づき、学年進行に合わせた施設設備整備を着実に実施することとしている。 

・仙台高等専門学校、富山高等専門学校、

香川高等専門学校、熊本高等専門学校に

ついては、整備計画に基づいた施設設備整

備が行われている。 

 （参考）法人の自己評価結果 

平成 22 年 4 月から学生受入れを開始した仙台高専、富山高専、香川高専、熊本高専について、各

高専の学年進行に合わせて策定した整備計画に基づき施設設備整備を実施した。 

今後も整備計画に基づき、学年進行に合わせた施設設備整備を着実に実施することとしている。 

以上の点から、「着実に成果を上げている」と自己評価している。 

 

 

【（大項目）2】 Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
【評定】     

Ａ 

【（中項目）2－1】 業務の効率化、資源配分の状況 
H21 H22 H23 H24 

A A A Ａ 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

(中期計画) 

高等専門学校設置基準により必要とされる最低限の教員の給与費相当額及び各年度特別に措置しなければならない経費を除き，運営費交付金を充当して行う業務については，中

期目標の期間中，毎事業年度につき一般管理費（人件費相当額を除く。）については 3％，その他は 1％の業務の効率化を図る。 

55 の国立高等専門学校が 1 つの法人にまとめられたスケールメリットを生かし，戦略的かつ計画的な資源配分を行う。 

契約に当たっては，原則として一般競争入札等によるものとし，企画競争や公募を行う場合においても競争性，透明性の確保を図る。 

平成 19 年度に策定した随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施については，監事による監査を受けるとともに，財務諸表等に関する監査の中で会計監査

人によるチェックを要請する。また，随意契約見直し計画の取組状況をホームページにより公表する。 

（年度計画） 

運営費交付金を充当して行う業務については、業務の効率化を進め、高等専門学校設置基準により必要とされる最低限の教員の給与費相当額及び当年度特別に措置しなければな

らない経費を除き、一般管理費（人件費相当額を除く。）については 3％、その他は 1％の業務の効率化を行う。 
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   また、各高専がそれぞれの特色を活かした運営を行うことができるよう戦略的かつ計画的な経費配分を行うとともに、随意契約の見直し計画のフォローアップを適宜実施する。 

 

評価基準 実績 分析・評価 

① 戦略的かつ計画的な資源

配分について 

・51 校の高専が 1 法人であるこ

とのメリットを生かして、戦略的

かつ計画的な資源配分がなさ

れているか。 

経費の配分については、役員会（平成 24 年 3 月 14 日）において次の配分方針を定めた。 

 

《配分方針》 

中期計画・年度計画の確実かつ円滑な達成を目指し、各高専の自主性を尊重しつつそれぞれの特

色ある運営が可能となるよう、スケールメリットを生かした効果的・戦略的な資源配分を行うこととし、特

に次の点に配慮して重点配分を行うこととする。 

    1 今後の高専改革を推進するための取組 

    2 教育の質の向上及び教員の教育力の向上への取組 

    3 学生支援・生活支援の充実 

    4 研究の充実、地域社会との連携・国際交流の推進等 

    5 教育環境の整備のための施設・設備等の整備 

また、災害・事故等緊急に対応が必要な場合は、最大限の支援を行うものとする。 

 

効率化 1％に対応し、方針に従って配分する教育に係る経費を前年度と同程度確保するため、管理

運営費を 3％削減した。特に管理運営費のうち、経常的な経費について翌年度以降における予算配分

において、予算額の増減及び予算項目の改廃等に活用するため、予算決算を財務会計システムによ

り管理し、それぞれの費用を明確にし、予算に対する実績が、方針に沿って執行され、かつ、有効的な

配分であったかどうかについて分析を行った。 

また、各高専のニーズ・取組状況等を踏まえ、スケールメリットを生かして、高専の改革推進、教育環

境の改善充実のための施設・設備の整備、教育の質の向上及び教員の教育力の向上への取組、学生

支援・生活支援の充実等に配慮して、重点的な配分を行った。 

 

(重点配分経費） 

  ○高専改革推進・教育内容の向上      809 百万円 

     （高専改革推進プロジェクト、教育研究設備整備、男女共同参画モデル事業 等） 

  ○学生支援・社会連携等           1,046 百万円 

     （学生寮生活環境・施設整備、学生寄宿舎・課外活動経費、産学官連携戦略展開事業 等） 

  ○教育環境整備                309 百万円 

     （学校施設修繕、建物新営設備、移転費 等） 

  ○共通的事業経費等               187 百万円 

     （マイクロソフト包括契約、防災対策経費） 

 

・効果的・戦略的な資源配分がなされてい

る。 

 

・スケールメリットを活かしたさらなる業務運

営の効率化が望まれる。 

② 入札及び契約の適正化に

ついて 

【契約の競争性、透明性の確

保】 

・ 契約方式等、契約に係る規

法人の契約手続の透明化・適正化を推進することを目的に平成 20 年 1 月より実施している「随意契

約見直し計画」を確実に実施するとともに、契約事務手続が全国で同じ方針・手順によってシステムとし

て処理できるよう平成 21 年 6 月に契約事務マニュアルを整備したほか、機構監事や外部有識者を構

成員として設置した「契約監視委員会」により、契約状況の点検・見直しを行った。平成 24 年度におい

ては、競争性のない随意契約 280 件のうち、272 件が光熱水費や著作権等の排他的権利を有すること

【契約の競争性、透明性の確保】 

・契約方式等、契約に係る規程類の整備内

容や運用は適切に行われている。 

 

・契約事務手続に係る執行体制や審査体制
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程類について、整備内容や運

用は適切か。 

・ 契約事務手続に係る執行体

制や審査体制について、整

備・執行等は適切か。 

【随意契約等見直し計画】 

・ 「随意契約等見直し計画」の

実施・進捗状況や目標達成に

向けた具体的取組状況は適

切か。 

【個々の契約の競争性、透明性

の確保】 

・ 再委託の必要性等について、

契約の競争性、透明性の確

保の観点から適切か。 

・ 一般競争入札等における一

者応札・応募の状況はどうか。

その原因について適切に検証

されているか。また検証結果を

踏まえた改善方策は妥当か。 

【関連法人】 

・ 法人の特定の業務を独占的

に受託している関連法人につ

いて、当該法人と関連法人と

の関係が具体的に明らかにさ

れているか。 

・ 当該関連法人との業務委託

の妥当性についての評価が

行われているか。 

・ 関連法人に対する出資、出え

ん、負担金等（以下「出資等」

という。）について、法人の政

策目的を踏まえた出資等の

必要性の評価が行われてい

るか。 

 

 

 

 

 

などから特定の供給者によってのみ供給が可能であると判断されたものなど供給者が一者に限られて

いるものであり、随意契約等見直し計画とも大きく乖離することはなかった。 

以上のことから、契約事務手続は適切に行われていると判断するとともに、引き続き実施・進捗状況

を踏まえ、新たな計画の策定も検討していくこととした。 

なお、「契約監視委員会」ではこのほかにも 1 者入札・1 者公募及び随意契約によらざるを得ない案

件についての点検・見直しを行い、より一層競争性を高めることに努めているところであるが、平成 24
年度においては、前年度に引き続き、本委員会にて各高専とのヒアリングを実施し、より適切な手続き

への移行に向け、更に努めているところである。 

 そのほか、新たに公的研究費使用マニュアルを作成し、周知徹底するなど、更なる透明性・公正性を

確保するよう努めた。 

 

 

再委託契約については、高専機構における契約事務取扱規則において文部科学省発注工事請負

等規則を適用することを定めており、原則禁止としている。一部再委託を必要とする契約を実施する場

合には、委託契約者より事前に各高専等へ申し出、審査を受けるよう、契約時に明記することとしてい

る。 

 

 

 

 

 関連法人について、該当する法人はない。 

 

表 3． 随意契約等見直し計画の実績と具体的取組 

 ① 

平成 20 年度実績 

② 

見直し計画 

（H22 年 4 月公表） 

③ 

平成 24 年度実績 

②と③の比較増減 

（見直し計画の進捗

状況） 

件数 金額 

（千円） 

件数 金額 

（千円） 

件数 金額 

（千円） 

件数 金額 

（千円） 
競争性のある契

約 
1,276 14,496,617 1,239 8,247,960 873 12,182,126 △366 3,934,166 

 競争入札 
1,183 14,025,391 1,203 8,000,254 819 11,837,964 △384 3,837,711 

企 画 競 争 、

公募等 
93 471,226 36 247,707 54 344,162 18 96,455 

競争性のない随

意契約 
391 3,097,879 220 2,317,800 280 2,507,822 60 190,021 

合計 1,667 17,594,496 1,459 10,565,761 1,153 14,689,948 △306 4,124,187 

 

 

 

 

の、整備・執行等は適切に行われている。 

 

【随意契約等見直し計画】 

・「随意契約等見直し計画」は確実に実施さ

れている。 

 

 

 

 

 

 

【個々の契約の競争性、透明性の確保】 

・再委託の必要性等については適切であ

る。 

 

・一者応札・応募によらざるを得ない案件に

ついての点検・見直しが行われており、原因

の検証や検証結果を踏まえた改善方策は

妥当である。 

 

【関連法人】 

・関連法人はない。 
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 表 4． 一者応札・応募の状況 

 

 
 

 ① 

平成 20 年度実績 

② 

平成 24 年度実績 

①と②の比較増減 

 

件数 金額 

（千円） 

件数 金額 

（千円） 

件数 金額 

（千円） 

競争性のある契約 1276 14,496,617 873 12,182,126 △403 △2,314,491 
 うち、一者応札・応

募となった契約 
441 2,737,584 230 2,269,308 △211 △468,276 

一般競争契約 397 2,528,813 215 2,209,073 △182 △319,740 
指名競争契約 0 0 0 0 － － 
企画競争 28 123,076 11 48,699 △17 △74,377 
公募 4 43,123 1 2,999 △3 △40,124 
不落随意契約 12 42,572 3 8,537 △9 △34,035 

 

【（大項目）3】 Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 
【評定】     

Ａ 

【（中項目）3－1】 収益の確保、予算の効率的な執行、適切な財務内容の実現状況 
H21 H22 H23 H24 

A A A Ａ 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

（中期計画） 

1 収益の確保，予算の効率的な執行，適切な財務内容の実現 

共同研究，受託研究，奨学寄附金，科学研究費補助金などの外部資金の獲得に積極的に取り組み，自己収入の増加を図る。 

2 予算 

3 収支計画 

4 資金計画 

5 予算等のうち常勤役職員に係る人件費 

  国家公務員の改革を踏まえ，人件費改革を平成 23 年度まで継続し、平成 23 年度の常勤役職員に係る人件費を平成 17 年度（49,734 百万円）に比べて 6.0 ％以上削減する。 

（年度計画） 

1 収益の確保、予算の効率的な執行、適切な財務内容の実現 

   共同研究、受託研究、奨学寄附金、科学研究費補助金などの外部資金の獲得に積極的に取り組み、自己収入の増加を図る。 

2 予算 

  別紙 1 

3 収支計画 

   別紙 2 

4 資金計画 

  別紙 3 

 5 期間中 46,750 百万円を支出する。 

   人件費の範囲は報酬（給与、賞与、その他の手当）であり、退職手当、福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）は含まない。 
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評価基準 実績 分析・評価 

【収入】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5． 平成 24 年度収入状況（単位：百万円） 

収入 予算額 決算額 差引増減額 備考 

運営費交付金 63,006 58,877 △4,128 （注 1） 

施設整備費補助金 2,051 3,528 1,476 （注 2） 

国立大学財務・経営センター施設費交付事業費 758 825 67  

自己収入 13,458 13,579 122 （注 3） 

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 2,390 3,119 729 （注 4） 

計 81,663 79,928 △1,735  

【主な増減理由】 

（注1） 平成 24 年度補正予算第 1 号により運営費交付金交付額が削減されたため、予算額に

比して決算額が少額となっている。 
（注2） 前年度からの繰越事業及び予算段階では予定していなかった施設整備費補助金の交

付があったため、予算額に比して決算額が多額となっている。 
（注3） 授業料等収入において学生数が予算段階の予定数より増加したこと等のため、予算額

に比して決算額が多額となっている。 
（注4） 外部資金の獲得に努めたため、予算額に比して決算額が多額となっている。 

 

・平成 24 年度の収入状況は適切である。 

【支出】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 6． 平成 24 年度支出状況（単位：百万円） 

支出 予算額 決算額 差引増減額 備考 

教育研究経費 62,424 59,910 △2,514 （注 1） 

一般管理費 14,040 12,760 △1,280 （注 1） 

施設整備費 2,809 4,353 1,543 （注 2） 

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 2,390 2,696 305 （注 3） 

計 81,663 79,718 △1,945  

【主な増減理由】 

 （注 1） 「国家公務員の給与改訂及び臨時特例に関する法律」に基づく国家公務員の給与削減

に準じた給与削減を行ったため、予算額に比して決算額が少額となっている。 

 （注 2） 前年度からの繰越事業及び予算段階では予定していなかった施設整備費補助金の交

付があったため、予算額に比して決算額が多額となっている。 

・平成 2４年度の支出状況は適切である。 
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 （注 3） 外部資金の獲得に努めたため、予算額に比して決算額が多額となっている。 
 

【収支計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7． 平成 24 年度収支計画（単位：百万円） 

区分 計画額 実績額 差引増減額 備考 

費用の部 
  経常費用 
   業務費 
     教育研究経費 
     受託研究費等 

役員人件費 
     教員人件費 
     職員人件費 
   一般管理費 
   財務費用 
   減価償却費 
  臨時損失 
 

 
79,958 
72,224 
13,436 
1,608 

94 
38,466 
18,620 
4,369 

15 
3,350 

- 

 
77,230 
68,697 
13,458 

622 
92 

36,627 
17,897 
4,240 

27 
4,266 

396 

  
 △2,728 

△3,527 
22 

△986 
△2 

△1,839 
△723 
△129 

12 
916 
396 

 

 
 
 
 
（注 1） 
 
（注 2） 
（注 2） 
（注 3） 
 
（注 4） 
（注 5） 

収入の部 
経常収益 

運営費交付金収益 
授業料収益 
入学金収益 
検定料収益 
受託研究等収益 
補助金等収益 
寄附金収益 
施設費収益 
財務収益 
雑益 
資産見返運営費交付金等戻入 
資産見返補助金等戻入 
資産見返寄附金戻入 
資産見返物品受贈額戻入 
特許権仮勘定見返運営費交付金戻入 

  臨時利益 
 
純利益 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 
総利益 

 
79,958 
61,063 
11,014 

983 
337 

1,608 
- 

735 
281 

- 
588 

2,353 
761 
181 
54 

- 
- 
 

- 
- 
- 

 
77,346 
56,570 
11,540 

958 
340 
782 
552 

1,019 
1,025 

8 
753 

2,688 
845 
205 
52 

8 
368 

 
89 
19 

107 

  
 △2,612 

△4,493 
526 

△25 
3 

△826 
552 
284 
744 

8 
165 
335 
84 
24 

△2 
8 

368 
 

89 
19 

107 

 
 
（注 6） 
（注 7） 
 
 
（注 8） 
（注 9） 
（注 10） 
（注 11） 
 
（注 12） 
（注 13） 
 
 
 
 
（注 14） 
 

【主な増減理由】 

（注 1） 計画段階では補助金を財源とした支出を含んでいため、計画額に比して実績額が少

額となっている。 

平成 2４年度の収支計画は適切である。 
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（注 2） 「国家公務員の給与改訂及び臨時特例に関する法律」に基づく国庫公務員の給与削

減に準じた給与削減を行ったため、計画額に比して実績額が少額となっている。 
（注 3） 業務運営の効率化による管理費の削減のため、計画額に比して実績額が少額となっ

ている。 
（注 4） 計画段階では予定していなかった固定資産の取得を行ったため、計画額に比して実績

額が多額となっている。 
（注 5） 資産の除却に伴い固定資産除却損を計上したため、計画額に比して実績額が多額と

なっている。 
（注 6） 平成 24 年度補正予算第 1 号において「国家公務員の給与改訂及び臨時特例に関す

る法律」に基づく国庫公務員の給与削減と同等の給与削減相当額の運営費交付金の

削減が行われたため、計画額に比して実績額が少額となっている。 
（注 7） 計画段階の予定より学生数が増加した等のため、計画額に比して実績額が多額となっ

ている。 
（注 8） 計画段階では受託研究等収益に補助金等収益が含まれているため、計画額に比して

実績額が少額となっている。 
（注 9） 計画段階では受託研究等収益に補助金等収益が含まれているため、計画額に比して

実績額が多額となっている。 
（注 10） 計画段階より寄附金を財源とした支出が増加したため、計画額に比して実績額が多額

となっている。 
（注 11） 前年度からの繰越事業及び計画段階では予定していなかった施設整備費補助金の交

付があったため、計画額に比して実績額が多額となっている。 
（注 12） 計画段階では予定していなかった間接経費収入等があったため、計画額に比して実績

額が多額となっている。 
（注 13） 固定資産の取得に伴い減価償却費の計上が多額になったため、計画額に比して実績

額が多額となっている。 
（注 14） 固定資産除却損の計上により見合いの収益を臨時利益に計上したため、計画額に比

して実績額が多額となっている。 
 

【資金計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 8．平成 24 年度資金計画（単位：百万円） 

区分 計画額 実績額 差引増減額 備考 

資金支出 
 業務活動による支出 
 投資活動による支出 
 財務活動による支出 
 翌年度への繰越金 
 

 
77,031 
5,545 

175 
4,950 

 

 
72,794 
7,823 
4,964 

12,246 
 

 
△4,237 

2,278 
4,789 
7,296 

 

 
（注 1） 
（注 2） 
（注 3） 
 

資金収入 
 業務活動による収入 

運営費交付金による収入 
授業料及び入学金検定料による収入 

 
78,855 
63,006 
12,872 

 
75,749 
58,877 
12,943 

 
△3,106 
△4,129 

71 

 
 
（注 4） 
 

・平成 24 年度の資金計画は適切である。 
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受託研究等収入 
補助金等収入 
寄附金収入 
その他の収入 

 投資活動による収入 
施設費による収入 
その他の収入 

 財務活動による収入 
 前年度よりの繰越金 

1,608 
- 

781 
588 

2,809 
2,809 

- 
- 

6,037 

1,068 
830 

1,005 
1,026 
4,590 
4,353 

238 
4,600 

12,888 

△540 
830 
224 
438 

1,781 
1544 
238 

4,600 
6,851 

（注 5） 
（注 6） 
（注 7） 
（注 8） 
 
（注 9） 
（注 10） 
（注 11） 
 

【主な増減理由】 

（注 1） 運営費交付金交付額の削減に伴い、計画額に比して実績額が少額となっている。 

（注 2） 計画段階より資産の取得に伴う支出が増加したため、計画額に比して実績額が多額と

なっている。 
（注 3） 計画段階では予定していなかった短期借入を行ったため、計画額に比して実績額が多

額となっている。 
（注 4） 運営費交付金交付額の削減に伴い、計画額に比して実績額が少額となっている。 
（注 5） 計画段階では補助金収入を含んでいため、計画額に比して実績額が少額となっている。 
（注 6） 計画段階で、受託研究等収入に含んでいため、計画額に比して実績額が多額となって

いる。 
（注 7） 計画段階では予定していなかった寄附金の入金があったため、計画額に比して実績額

が多額となっている。 
（注 8） 計画段階では予定していなかった間接経費収入等があったため、計画額に比して実績

額が多額となっている。 
（注 9） 前年度からの繰越事業及び計画段階では予定していなかった施設整備費補助金の交

付があったため、計画額に比して実績額が多額となっている 
（注 10） 計画段階では予定していなかった固定資産の売却により収入があったため、計画額に

比して実績額が多額となっている。 
（注 11） 計画段階では予定していなかった短期借入を行ったため、計画額に比して実績額が多

額となっている。 
 

① 収益の確保状況 

・共同研究，受託研究、寄附

金，科学研究費補助金などの外

部資金の獲得による自己収入

の増加が図られているか。 

各高専に配置されているコーディネーターによる地域企業への働きかけや、産学連携支援室などの

推進組織を設け、教員の研究分野・成果を地域企業にアピールするなど、外部資金獲得に向けた取組

により、受託研究、共同研究、受託事業等、寄附金の合計金額は平成 24 年度も 20 億円を超えてい

る。また、平成 24 年度も引き続き科学研究費補助金応募のためのガイダンスを独立行政法人日本学

術振興会の科研費担当者や獲得実績の高い大学教員、高専教職員を講師として実施し、科学研究費

のルール、不正使用の防止、研究計画調書の記入方法等、採択されるためのポイントについて説明を

行った。こうした努力により、教員の科学研究費補助金への申請意識が高まり、申請件数及び採択件

数が昨年度より増加した。 

 

<主な平成 24 年度産学連携競争的資金等の獲得状況> 

・共同研究，受託研究、寄附金，科学研究

費補助金などの外部資金の獲得による自己

収入の増加が図られている。 
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○大学等における地域復興のためのセンター的機能整備事業 

【実施校：仙台、福島】 
2 件 79,668 千円 

○大学間連携共同教育推進事業 

  【実施校：函館、東京、富山、明石、鹿児島】 
5 件 247,400 千円 

○科学技術戦略推進費 

地域再生人材創出拠点の形成 

【実施校：仙台、大島商船、沼津、豊田】 
4 件 175,988 千円 

途上国におけるイノベーションを促進する国際協力の戦略的推 

進  【実施校：】木更津、長岡、香川 

3 件 10,700 千円 

○地域産学官連携科学技術振興事業（イノベーションシステム整備事業大学等産学官連携自立

化促進プログラム） 

（コーディネーター支援型） 

【実施校：苫小牧、仙台、岐阜、鈴鹿、熊本】 

5 件 49,477 千円 

（機能強化支援型）「特色ある優れた産学官連携活動の推進」 

【実施校：機構本部】 

1 件 17,622 千円 

○原子力人材育成等推進事業（国際原子力人材育成イニシアティブ事業） 

機関連携による防災・安全教育を重視した実践的原子力基礎技 

術者育成の実施 【実施校：機構本部、33 高専】 
1 件 32,715 千円 

地域の食を守る意識をモチベーションとする放射線教育 

【実施校：函館】 
1 件 1,042 千円 

産学官連携による国際的な原子力安全確保・防災・危機管理人 

材の育成 【実施校：機構本部、26 高専】 
1 件 9,663 千円 

○女性研究者研究支援事業 1 件 22,000 千円 

○科学研究費補助金採択件数（代表者分）   678 件 972,211 千円 

○共同研究・受託研究実施件数等 

（共同研究）  
778 件 266,043 千円 

（受託研究） 320 件 601,549 千円 

○受託事業等 1,053 件 152,549 千円 

○寄附金 11,634
件 

1,003,052 千円 
 

   

② 予算の効率的な執行 

・予算の効率的な執行が行われ

ているか。 

高専の事務・事業の継続性及び円滑な実施が行えるよう、教職員数、学生数等を基礎として各高専

の基盤的経費の配分を行った上で、各高専のニーズ・取組状況等を踏まえ、スケールメリットを生かし

て、今後の高専改革を推進するための取組、教育環境の改善充実のための施設・設備の整備、教育

の質の向上及び教員の教育力の向上への取組、学生支援・生活支援の向上等に配慮して重点的な配

分を行った。 

 

・予算の重点的な配分、事務の効率化が行

われている。 

③ 給与水準 

【給与水準】 

高専機構の給与水準は、人件費が国からの財政支出の総額の約 8 割を占めていることもあり、国家

公務員の給与水準を考慮して決定しており、今後もこの方針を堅持する。 

【給与水準】 

・適切な給与水準となっている。 
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・ 給与水準の高い理由及び講

ずる措置（法人の設定する目

標水準を含む）が、国民に対

して納得の得られるものとな

っているか。 

・ 法人の給与水準自体が社会

的な理解の得られる水準とな

っているか。 

・ 国の財政支出割合の大きい

法人及び累積欠損金のある

法人について、国の財政支出

規模や累積欠損の状況を踏

まえた給与水準の適切性に

関して検証されているか。 

 

事務職員・技術職員の給与水準について、国の給与水準を 100 とした場合、高専機構のラスパイレ

ス指数は87.4（平成 23年度：84.6）である。これは、地域手当が支給されない、又は支給率が低い地域

に所在する高専が多いことや、各高専が小規模な組織であり、給与の高い管理職ポストが少ないこと

が、主な理由として考えられる。 

 

・給与水準の適切性に関して検証されてい

る。 

④ 諸手当の適切性 

・諸手当は国家公務員に準拠す

るものとなっているか。また、法

人独自の手当てについては、そ

の合理性・妥当性に照らして、

適切なものとなっているか。 

高専機構の諸手当は、基本的には国家公務員に準拠しているが、次の手当については、高専機構

で独自に設けている。 

① 教員特殊業務手当 

国立大学等の法人化前は、国家公務員の給与法に規定されていたが、法人化後は該当者がいない

ことから、削除された。しかしながら、高専機構の教員は法人化以降も学生指導業務に従事しているこ

とから、引き続き教員の心身の負担に見合った処遇を行う必要があること、法人化後以降国立大学等

も引き続き同手当を措置し、その手当額は改正前の支給額を適用していることなどを踏まえ、平成 21
年度の役員会において引き続き同手当を該当者のみに支給することを決定した。 

② 専攻科長等手当 

 法人化前から、教務主事、学生主事及び寮務主事に対しては、「管理職手当」が支給されている。現

在、全ての高専で専攻科が設置され、高専機構の中期目標等に掲げられているとおり、専攻科の拡充

により、その役割がますます増大している。 

 これまで、専攻科長に対しては、その業務負担に応じた手当は支給されていなかったが、専攻科に関

する業務を一任され、教務主事、学生主事及び寮務主事と同様に業務負担が大きいこと、また、国立

大学法人においても同様に教員の業務負担に応じた手当（管理職手当以外）を支給していることから、

平成 24 年度から専攻科長（各キャンパス 1 人）に対し「専攻科長手当」を支給している。 

③ 衛生管理者手当 

 法人化後、労働安全衛生法により、各高専（キャンパス）で衛生管理者を選任することが義務付けら

れた。衛生管理者に選任された教職員の法的責任に対する手当として、国立大学法人でも同様の手

当を措置していることから、平成 24 年度から衛生管理者（各キャンパス 1 人）に対し「衛生管理者手当」

を支給している。 

 

・諸手当は国家公務員に準拠するものとな

っている。法人独自の手当てについては、そ

の合理性・妥当性に照らして、適切なものと

なっている。 

⑤ 福利厚生費の見直し 

【諸手当・法定外福利費】 

・ 法人の福利厚生費について、

高専機構の福利厚生費は職員の健康維持に係る経費や永年勤続表彰実施に要する経費に支出さ

れてきた。平成20年8月4日総務省行政管理局通知「独立行政法人のレクリエーション経費について」

を受け、福利厚生費をレクリエーションには支出しない方針とし、各高専に対して不適切な執行は行わ

・法人の福利厚生費について、必要な見直

しが行われている。 
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法人の事務・事業の公共性、

業務運営の効率性及び国民

の信頼確保の観点から、必

要な見直しが行われている

か。 

 

ないよう周知徹底した。平成 20 年度以降、高専機構においてレクリエーションへの支出実績はなく、今

後も支出を行わない方針を維持する。 

⑥ 法定外福利費の支出 

・法定外福利費の支出について

は適切なものとなっているか。 

 平成 20 年度事業評価の際、独立行政法人評価委員会より、高専機構に対して法定外福利費の適切

性を明らかにすべきとの意見が出されたため、高専機構の意思決定機関である役員会において法定

外福利費の内容について点検を行った。職員の慶弔に際しては、職員個人に対する祝金、見舞金の給

付は行われておらず、不適切な支出は認められなかった。また、永年勤続表彰については、在職 20 年

以上及び退職時において在職 30 年以上である者に対して賞状及び記念品を贈呈しており、表彰の趣

旨が、職員として永年にわたり誠実に勤務し、その成績が優秀でほかの模範となる場合に表彰するも

のであり、その記念品については 20,000 円を上限とし、商品券、切手等、換金性の高いものについて

は選定できないこととしているため、役員会としても国民の理解を得られるものとの結論に至り、今後も

国民の理解を得られる範囲での支出を継続することとした。平成 24 年度の支出についても不適切な支

出は認められておらず、今後もこの方針を維持する。 

 

・法定外福利費の支出については、点検が

行われ、適切なものとなっている。 

⑦ 会費 
 【会費】 
・法人の目的・事業に照らし、会

費を支出しなければならない必

要性が真にあるか（特に、長期

間にわたって継続してきたも

の、多額のもの）。 
※以下会費がある場合のみ記

載 
・会費の支出に見合った便宜が

与えられているか、また、金額・

口座・種別等が必要最低限のも

のとなっているか（複数の事業

所から同一の公益法人等に対

して支出されている会費につい

ては集約できないか）。 
・監事は、会費の支出につい

て、本見直し方針の趣旨を踏ま

え十分な精査を行っているか。 
・公益法人等に対し会費（年 10

高専機構の業務遂行のために、真に必要と認められる最低限の場合に限って、公益法人等に対し

て会費の支出ができることとしており、その取扱いは、高専機構における公益法人等に対する会費支

出に関する規則に定めている。 

また、各高専等における会費の支出状況については、上記規則に定めるところにより、四半期毎に

機構 HP において公表している。 

 

 

 

 

 

 

機構において会費に関する規則を定めて、各高専に於いて必要性等をチェックした上で、支出につ

いては認めており、見合った便宜を受けているかについては、会員等になることによっての必要な情報

等が得られていることから会費に見合った便宜を受けているものと考えている。 

 

 

 

 

 

毎事業年度、点検・見直しを求められていることから、機構監事及び外部有識者で構成する契約監

視委員会において実施している。 

 

公益法人等に対し会費を支出した場合には、機構ＨＰに四半期ごとに公表している。 

・真に会費を支出しなければならない必要性

がある場合に限って支出を認めることとして

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・会費の支出に見合った便宜が与えられて

いる。 

 

 

 

 

 

 

・監事は、会費の支出について、本見直し方

針の趣旨を踏まえ十分な精査を行ってい

る。 

・公益法人等に対し会費を支出した場合に
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万円未満のものを除く。）を支出

した場合には、四半期ごとに支

出先、名目・趣旨、支出金額等

の事項を公表しているか。 

国立高専機構ＨＰ（工事・調達情報） http://www.kosen-k.go.jp/procurement.html は、四半期ごとに名目・趣旨、支出金額等の

事項を公表している。 

⑧ 適切な財務内容の実現状

況 

【財務状況】 

【中期目標期間を超える債務負

担】 

・ 中期目標期間を超える債務

負担は有るか。有る場合は、

その理由は適切か。 

 

中期目標期間を超える債務負担については、教育用電子計算機等のファイナンス・リースによるもの

がある。これは、技術術革新に伴う機械設備の陳腐化リスクを軽減することや事務の合理化を図る目

的で行った。 

 

授業料収入や外部資金の確保に努めるとともに、経費の節減に努め財務内容の適正化を図った。 

平成 23 年度より運営改善特別委員会報告書の提言を受け、平成 21 年度から平成 25 年度までの 5
年間全 51 校の監査実施計画を改め、平成 23 年度より 5 年周期の監査を 3 年周期に変更し、監査業

務の強化を図った。平成 24 年度においては 17 校の監査を実施し、会計経理の実施状況や契約状況

等の確認を行った。 

さらに、高専間の相互牽制を図る観点から、平成 20 年度に高専相互会計内部監査制度を導入し、

平成24年度は全51校において他校の職員による監査を実施し、他校の職員を監査員として実効性の

ある監査を実施することで高専機構全体の会計内部監査体制を強化し、業務の適正かつ効率的な推

進も図っている。 

また、平成 18 年 4 月より施行された「公益通報者保護法」に基づき、高専機構の「公益通報の処理

等に関する規則」を定めたほか、「研究活動における不正行為の防止等に関する規則」「研究費等の管

理・監査の実施方針」及び「研究費等不正防止計画」等を定め、これらを全高専に対して周知徹底を図

ることにより、コンプライアンス体制の整備を進め、経理の適正化に努めるなど、再発防止に取り組ん

でいる。 

 

・ 中期目標期間を超える債務負担の理由

は適切である。 

⑨ 人件費の総額見込（47,850
百万円）の支出状況 

【総人件費改革への対応】 

・取組開始からの経過年数に応

じ取組が順調か。また、法人

の取り組みは適切か。 

「行政改革の重要方針」（平成 17 年 12 月 24 日閣議決定）を受けた取組として、中期目標において

は、同閣議決定において示された国家公務員の定員の純減目標及び給与構造改革を踏まえ、国家公

務員に準じた人件費削減の取組を行うこととされ、中期計画において、平成 22 年度の常勤役職員に係

る人件費を平成 17 年度に比べて 5.0％以上（平成 20 年度までには概ね 2.5％以上）削減し、さらに、

国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成 23 年度まで継続した（平成 17 年度比 6.0％以上削

減）。この結果、平成 23 年度は人件費 43,075 百万円（△8.4％）で人件費の総額見込（47,850 百万円）

を達成した。 

なお、平成 24 年度においても、人件費 40,662 百万円で人件費の総額見込（47,850 百万円）を達成

している。 

ただし、平成 18 年度以降の人事院勧告を踏まえた給与改定を行った場合は、その改定分について

は、削減対象から除く。なお、人件費の範囲は報酬（給与）、賞与、その他の手当であり、退職金、福利

厚生費（法定福利費及び法定外福利費）は含まない。 

 

・人件費の総額見込みを達成している。 

⑩ 当期総利益の状況 

（当期総利益（又は当期総損

失）） 

・ 当期総利益（又は当期総損

平成 24 年度決算における当期総利益は 107,380,839 円となっている。当期総利益の発生要因は、

以下のとおりである。 
前払費用等の当期費用化による損失 △119,586,087 円 

・当期総利益の発生要因が明らかにされて

いる。 

・ 当期総利益の発生要因は法人の業務運

営に問題等があることによるものではない。 
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失）の発生要因が明らかにさ

れているか。 

・ また、当期総利益（又は当期

総損失）の発生要因は法人

の業務運営に問題等がある

ことによるものか。 

 

自己収入で購入した固定資産による損失 △19,822,285 円 

ファイナンス・リースによる利益 836,975 円 

16 年度授業料見合い政府譲渡資産の除却損   △13,277,027 円 

前期損益修正（固定資産の耐用年数の修正に伴う利益等） △3,343,913 円 

自己収入等による利益 244,050,589 円 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

 

18,522,587 円 

 

⑪ 利益剰余金の状況 

（利益剰余金（又は繰越欠損

金）） 

・ 利益剰余金が計上されてい

る場合、国民生活及び社会

経済の安定等の公共上の見

地から実施されることが必要

な業務を遂行するという法人

の性格に照らし過大な利益と

なっていないか。 

・ 繰越欠損金が計上されてい

る場合、その解消計画は妥当

か。 

・ 当該計画が策定されていな

い場合、未策定の理由の妥

当性について検証が行われ

ているか。さらに、当該計画

に従い解消が進んでいるか。 

 

平成 24 年度決算における利益剰余金は 454,867,103 円となっている。利益剰余金の内訳は、以下

のとおりである。 
前中期目標期間繰越積立金 25,293,607 円 

積立金 322,192,657 円 

当期未処分利益  107,380,839 円 

  （うち当期総利益  107,380,839 円）   

利益剰余金のうち見合いの現金等を保有しているものは、中期目標期間の最終年度（平成25年度）

終了後に国庫納付を予定している。また、減価償却費等の費用と当該費用に対応する収益とが異なる

事業年度に計上されるなどの会計制度上によるものは、減価償却費等の費用の発生に応じて翌事業

年度以降、利益剰余金の取崩しを行うことを予定している。 
 
 

・利益剰余金は過大な利益となっていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・繰越欠損金は計上されていない。 

⑫ 運営費交付金債務の状況 

（運営費交付金債務） 

・ 当該年度に交付された運営

費交付金の当該年度におけ

る未執行率が高い場合、運

営費交付金が未執行となって

いる理由が明らかにされてい

るか。 

・ 運営費交付金債務（運営費

交付金の未執行）と業務運

営との関係についての分析

が行われているか。 

（溜まり金） 

平成 24 年度運営費交付金債務の状況については、下記のとおりとなっている。 
当期受入額 58,877,288,000 円 

うち、当期振替額 58,858,059,305 円 

次年度以降収益化予定額（繰越額） 19,228,695 円 

未執行率 0.03 ％ 
 

運営費交付金債務の繰越の主な発生理由は、特殊要因経費等の費用進行基準を採用する運営費

交付金に関し、当該経費により実施すべき事業を確実に実施したうえで、執行残額が発生したことによ

るものである。 

  なお、高専機構においては、いわゆる溜まり金は発生していない。高専機構では、異なる会計勘定を

設けていないため、運営費交付金債務と欠損金等との相殺がおこなわれるようなことはない。 

・当該年度に交付された運営費交付金の一

部が未執行となっている理由は、明らかにさ

れている。 

 

 

 

 

 

・運営費交付金債務と業務運営との関係に

ついて分析が行われている。 
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・ いわゆる溜まり金の精査に

おいて、運営費交付金債務

と欠損金等との相殺状況に

着目した洗い出しが行われ

ているか。 

 

・溜まり金は発生していない。 

 

【（大項目）4】 Ⅳ 短期借入金の限度額 
【評定】     

Ａ 

【（中項目）4－1】 短期借入金の状況 
H21 H22 H23 H24 

－ － － Ａ 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

（中期計画） 

1 短期借入金の限度額 

 168 億円 

2 想定される理由 

 運営費交付金の受入の遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借入することが想定される。 

（年度計画） 

1 短期借入金の限度額 

    168 億円 

2 想定される理由 

   運営費交付金の受入の遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借入することが想定される。 

評価基準 実績 分析・評価 

① 短期借入金の状況 

・ 短期借入金は有るか。有る場

合は、その額及び必要性は適

切か。 

 

国の予算執行抑制（平成 24 年 9 月 7 日閣議決定）により、独立行政法人に対する運営費交付金が

支出抑制されたことに伴い、資金ショートを回避するため、10 月と 11 月の 2 回、合わせて 46 億円の短

期借入を行った。 

 

・短期借入金の額及び必要性は適切。 

 

【（大項目）5】 Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 
【評定】     

Ａ 

【（中項目）5－1】 重要財産の処分等の状況 
H21 H22 H23 H24 

A － A Ａ 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

（中期計画） 

計画の予定なし。 

（年度計画） 

  次の校外合宿研修施設についての譲渡に向けた 手続きを進める。 
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   ・長野高専・・・黒姫山荘の土地（建物含む）の全部 

        （長野県上水内郡信濃町大字野尻字黒姫山 

         3884－6、8,548 ㎡） 

   ・鳥羽商船高専・・・京浜会館の土地（建物含む）の全部 

        （神奈川県横浜市神奈川区亀住 9－1、594 ㎡） 

 

評価基準 実績 分析・評価 

①土地の譲渡状況 

・ 重要な財産の処分に関する

計画は有るか。ある場合は、

計画に沿って順調に処分に向

けた手続きが進められている

か。 

 

長野高専黒姫団地、鳥羽商船高専神奈川団地の 2 団地については、いずれも後援会からの寄附財

産であったことから、売却については両後援会に対し説明を行い、了承を得た上で、平成 24 年 3 月 30
日付けで文部科学大臣に不要財産の処分認可申請を行い、処分認可を受けた後、速やかに、譲渡に

向けた契約手続を行ったところである。 

具体には、神奈川団地については、市からの要望を踏まえ、公共事業の用に供する事業者へ随意

契約による売却を行った。また、黒姫団地については、一般競争の公告を行ったが購入意思を示す者

が現れなかったため、引き続き売却に向けた新たな方策についても検討しつつ、一般競争の公告を行

っているところである。 

 

・重要な財産の処分に関する計画は順調に

進められている。 

・遊休資産の調査等を踏まえ、戦略的な活

用の検討が必要。 

・寄付財産の処分については、寄付者に配

慮した措置（寄付者の氏名を処分収入等で

建設した建物に標記する等）の検討が期待

される。 

 

【（大項目）6】 Ⅵ 剰余金の使途 
【評定】     

－ 

【（中項目）6－1】 剰余金の使途 
H21 H22 H23 H24 

A － － － 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

（中期計画） 

 決算において剰余金が発生した場合には，教育研究活動の充実，学生の福利厚生の充実，産学連携の推進などの地域貢献の充実及び組織運営の改善のために充てる。 

(年度計画） 

 決算において剰余金が発生した場合には、教育研究活動の充実、学生の福利厚生の充実、産学連携の推進などの地域貢献の充実及び組織運営の改善のために充てる。 

評価基準 実績 分析・評価 

① 剰余金の発生・使用状況 

・ 利益剰余金は有るか。有る場

合はその要因は適切か。 

・ 目的積立金は有るか。有る場

合は、活用計画等の活用方

策を定める等、適切に活用さ

れているか。 

平成 24 年度においては、充てるべき剰余金はない。 ・利益剰余金はない。 

 

 

・目的積立金はない。 
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【（大項目）7】 Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 
【評定】     

Ａ 

【（中項目）7－1】 
1 施設・設備に関する計画 

 施設・設備の整備状況 

H21 H22 H23 H24 

A A A Ａ 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

（中期計画） 

 教育研究の推進や学生の福利厚生の改善のために必要な施設設備の新設，改修，増設等を計画的に進める。 

（年度計画） 

1 施設・設備に関する計画 

施設・設備等の実態調査を踏まえて策定した整備計画に基づき、教育研究の推進や福利厚生の改善のための整備を推進する。 

また、平成 22 年度に策定した省エネ化対策方針に基づき省エネ化を推進する。 

併せて、東日本大震災の影響による、電力需給の逼迫が予想されることから、節電への取組を行う。 

評価基準 実績 分析・評価 

① 施設・設備の整備状況 

【施設及び設備に関する計画】 

・ 施設及び設備に関する計画

は有るか。有る場合は、当

該計画の進捗は順調か。 

 

福利厚生施設を含む施設全体について、施設の現況及び利用状況等の実態の調査・分析並びにニ

ーズ調査の結果を踏まえて策定した整備計画等に基づき教育研究の推進や福利厚生の改善のための

整備を実施した。 

 教育研究の推進に対しては、文部科学省が策定した「第 3 次国立大学法人等施設整備 5 か年計画」

を踏まえ、耐震性が劣る建物を優先的、重点的に整備を実施した。 

    整備件数等： 12 高専 19 件 約 2 億円 

    耐震化率： 96.9%（平成 25 年 5 月 1 日現在）(速報値、小規模建物を除く） 前年度より 2 ポイント

向上 

 

福利厚生施設については、食堂棟の狭隘化等が課題となっているため、これらの改善を図るための

整備を実施した。 

    整備件数等： 5 高専 5 件 約 0.6 億円 

 

 省エネルギー及び温室効果ガス排出量削減への取組について一層の推進を図るため、法令等を踏ま

え、独立行政法人国立高等専門学校機構エネルギー管理標準を設定し、各高専に配付した。 

 

・施設及び設備に関する計画に基づき整備

が実施されている。 

 

・高専の特長である寄宿制度の充実をはか

るため、寄宿舎の一層の整備が期待され

る。 

 

・さらなる耐震化率の向上が望まれる。 

 

 

【（中項目）7－2】 人事に関する計画 

【評定】     

Ａ 

H21 H22 H23 H24 

A A A Ａ 

【（小項目）7－2ー1】 

（1） 方針 

教職員の人事交流状況及び各種研修の実施状況 

（2） 人員に関する計画 
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常勤職員の状況 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

（中期計画） 

 教職員ともに積極的に人事交流を進め多様な人材の育成を図るとともに，各種研修を計画的に実施し資質の向上を図る。 

 常勤職員について，その職務能力を向上させるとともに，中期目標期間中に全体として効率化を図りつつ，常勤職員の抑制を図るとともに，事務の電子化，アウトソーシング等により事

務の合理化を進め，事務職員を削減する。 

（年度計画） 

2 人事に関する計画 

（1）方針 

 教職員の積極的な人事交流を進め、多様な人材育成を図るとともに、各種研修を計画的に実施し資質の向上を推進する。 

（2）人員に関する計画 

常勤職員について、その職務能力を向上させるとともに、全体として効率化を図り、常勤職員の抑制をしつつ、国立高専の配置や学科構成並びに専攻科の在り方の見直しなどの高

度化・再編・整備の方策の検討に応じて教職員配置の見直しを行う。 

評価基準 実績 分析・評価 

① 教職員の人事交流状況 

・積極的な人事交流による多様

な人材育成が図られているか。 

全ての高専で、事務系職員を中心に国立大学法人等との間で積極的に人事交流（平成24年度交流

人数：547 人）を行った。特筆的な取組としては、厚生補導に関し実績のある北海道教育委員会の指導

主事を、苫小牧高専の厚生補導の要である学生課長として迎え入れた。 

また、教員については、従前、高専間等で人事交流がほとんど行われていなかったが、教員の力量

を高め、高専全体の教育力の向上を図るため、採用された高専以外の高専で一定期間勤務した後に、

元の高専に戻ることができる「高専間教員交流制度」を定め、平成 18 年度より高専間での教員交流を

実施している。 

さらに、平成 19 年度からは両技科大との間においても、「高専・両技科大間教員交流制度実施要

項」を制定し、平成 20 年 4 月から高専間のみならず両技科大との交流も開始した。平成 24 年度は、34
人の教員を他の高専及び両技科大に派遣するとともに、両技科大から 2 人の教員を受け入れ、積極的

に人事交流を進め多様な人材の育成を推進した。 

 

・人事交流制度の整備は評価できる。大学、

高専間、企業等との交流の更なる活発化が

望まれる。 

 

・高等専門学校のグローバル化を担う教員

体制の充実を計画的に進める必要がある。 

② 各種研修の実施状況 

・各種研修を計画的に実施する

ことで、教職員の資質の向上が

図られているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職務の遂行に必要な知識を習得させる等、教職員の資質の向上を図るため、機構本部及び各高専

において、次のような研修会を実施した。（延べ 224 回実施、6,218 人参加） 

 

表 9． 国立高等専門学校機構本部及び各高専が主催した研修会  （平成 24 年度） （単位：人） 

研修分野 回数 参加者数

（教員） 

参加者数 

（教員以外） 

参加者数

（総数） 

1.自己啓発 17 18 282 300 

2.学校運営・ありかた 11 175 46 221 

3.職位 20 14 392 406 

4.会計 13 2 158 160 

5.人事労務・セクハラ 13 176 297 473 

6.施設業務 3 0 34 34 

7.技術職員 18 1 235 236 

・各種研修を計画的に実施することで、教職

員の資質の向上が図られている。 
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8.技術・技能 4 18 3 21 

9.情報技術 10 196 249 445 

10.FD 68 2043 259 2302 

11.学生・留学生指導 10 174 77 251 

12.学会・シンポジウム 9 75 12 87 

13.産学連携・知的財産・地域貢献 16 155 604 759 

14.保健・看護・メンタルヘルス 12 335 188 523 

計 224 3382 2836 6218 
 

③ 常勤職員の状況 

【人事に関する計画】 

・ 人事に関する計画は有るか。

有る場合は、当該計画の進

捗は順調か。 

・ 人事管理は適切に行われて

いるか。 

 

業務運営効率化の推進や常勤職員の抑制を図る観点から、平成 16 年度及び平成 17 年度に第 10
次定員削減計画を参考にした人員削減を行い、さらに平成 18 年度から平成 20 年度は、各高専職員 2
人の人員削減を行った 。 

また、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47
号）及び「行政改革の重要方針」（平成 17 年 12 月 24 日閣議決定）による人件費削減の取組として、上

記の人員削減計画に加え、平成 19 年度から平成 22 年度までの新たな人員削減計画を策定するとと

もに、再雇用制度による給与総額の抑制、業務一元化による業務効率化等、各方策の組み合わせに

より、的確に総人件費改革に取り組み、平成 22 年度においては支給総額 43,346,854 千円、人件費削

減率対 17 年度比△11.2％、人件費削減率（補正比）対 17 年度比△8.0％と削減目標を達成しており、

平成 24 年度においてもその状態を維持している。 

高専機構における危機管理体制については、本部にリスク管理本部危機管理室を設置しているほ

か、各高専においてもリスク管理室等を全高専に設置し、発生しうるリスクを整理し、その防止や事故

発生時の迅速な対応ができる体制を整備している。 

 

・人員削減計画があり、順調に進捗してい

る。 

 

・人事管理は適切に行われている。 

 

【（中項目）7－3】 積立金の使途 

【評定】    

－ 

H21 H22 H23 H24 

A － － － 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

（中期計画） 

 前期中期目標期間の繰越積立金（目的積立金相当部分）については、以下の事業の財源に充てる。 

（1）学生寄宿舎の生活環境整備事業 

（2）女子学生確保に資するための校舎整備事業 

（年度計画） 

3 積立金の使途 

前期中期目標期間の繰越積立金（目的積立金相当部分）については、以下の事業の財源に充てる。 

    （1）学生寄宿舎の生活環境整備事業 

    （2）女子学生確保に資するための校舎整備事業 



 

項目別－80 

評価基準 実績 分析・評価 

【積立金の使途】 

・ 積立金の支出は有るか。有る

場合は、その使途は中期計

画と整合しているか。 

 

平成 24 年度において充てるべき目的積立金はない。 ・積立金はない。 

① 学生寄宿舎の生活環境整

備事業 

 

  

② 女子学生確保に資するため

の校舎整備事業 

  

 

【（中項目）7－4】 災害復旧に関する計画 

【評定】      

Ａ 

H21 H22 H23 H24 

－ － A Ａ 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

（中期計画） 

 － 

（年度計画） 

4 平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災により被災した施設の復旧整備を引き続き、着実に行う。 

評価基準 実績 分析・評価 

・平成 23 年 3 月に発生した東日

本大震災により被災した施

設・設備の復旧整備が行わ

れているか。 

施設の復旧整備状況 

東日本大震災では、東北地方を中心に 12 校において柱や煙突の破損、壁のひび割れやタイルの剥

落、敷地法面の崩落等の被害が発生したが、建物倒壊等の人命に関わる甚大な被害は発生しなかっ

た。このことは、平成 17 年度以降、重点的に施設の耐震化を実施してきた成果である。 

   平成 17～24 年度までの耐震化実績： 283 件 181 億円 

 

被災した施設は、早期の被害復旧と授業再開を目標として、災害復旧を実施しており、敷地法面の

崩落が広範囲に及んだ仙台高専を除き、全ての高専で平成 23 年度内に復旧を果たしていたが、残る

仙台高専についても平成 24 年 5 月に対応を完了した。 

 

・東日本大震災により被災した施設・設備の

復旧整備は完了している。 

 

 


